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有資格者は全部有権者になりましょう。
B

一員本学術会議第s期会員選挙のため一

下記あてに鍵録用カービ用紙を請求して下さい。

東京都台東区上野公園日本学術会議会館内
日本学術会議中窪挙管理会

O登録用カードおよび異動届は手許で暖めずに，連か
に送付して下さい。

今年11月の選挙の有権者となるためには，来る5月
8日,童でに管理会に提出しなければなりません。これよ
り遅れますと，次回(昭和37年)の会員選挙の壷録用カ
ードとして硬扱われ策す。

O登録用カードには記載もれのないよう。

前回の選挙の登録の際に，登録用カードへの記載鋲不
備のため，資格がありながら，有権者になれなかった人
が沢山おります。

したがって，登録用カーードの記賊は，カードに添付の
選挙説明書をよく読んでからにして下さい。業顕の記載
がな↓､と，研究者と認められませんから，とくに御注意
の上，記入して下さい。

○各機関は登録の促進に積極的に協力して下さい。
地方にはこのような選挙のあることも，自ら有資格者
であることも知らない人が沢山おります。しかし，この

選挙の効果よ挙げるために，このような有資緒者がもれ
なく有権者になり，十分に選挙権を行使する必要があり
ます。

つきましては，このxうな有資格と認あられる人々 の
いる諸機郷寵有盗楊者の発見・登録用カードの申請と配
布・前回の有権者の異動届の提出などについて磯極的に
協力し，有資椿者は全部有権者となるよう，協力して下
さい。

なお，機関からの名簿によ泌登録用カード用紙の請求
と個人請求が重復しないように，潴願いいたします。
O不明のことについての照合

有権者になるための資機などの詳細については，各機
関に選挙説明書が一部配付になって蕊りますから，疑問
の点のある方はそれを御覧下さい。それでも不明の点が
ありましたら，日本林学会や日本林業技術協会あてに，
遠慮なく問いただして下さい。

様式(1)様式②

日本学術会議中央選挙管理会から，来る11月20日に

行われるこの選挙についての必要事項を，会員各位に周

知徹底されるよう依頓がありましたので，お知らぜいた
し生す。

日本学術会議は，わが国の科学者の南外に対する代表
機関であります。したがって，科学者としての資箱のあ
る入は，こぞって有権者となり，選挙に御協ｶｰドさい。

しかし，林学や林業林産業関係の人なのなかには，有
権者としての資絡をもちながら，このことを知らないた
めに，その当然の権利を行使しない入が多数あります。
つきましては，選挙し選挙される癖をもつために，有

権者となる手鏡をされますよう，お願いいたします｡､な
お有権者として登録されたカードは「日本科学者名謝

極もなり毒すから，前回未登録の有費絡者はむれなく登
録して下さい。

o今回の選挙から選挙規則の一部が変りましたから，
次の点にとくに御注意下さい。

前回（昭和31年の第4朔鍔有権者であった方健，
今回の有権者となるたあに，改めて登録用カードを提出
する必要はありません。第4期選挙の有権者の今回の選
挙における盗搭審査ば，前回に提出された登録用カード
について行い，その結果不認定となった方は，不認定通

知を2月上旬に発送しました。不認憲となった方臓その

後の業蹟を加えて再登録をして下さい。それ以外の第4
期有権者臆，すべて認定されてあり霞すから，改めて登
録をする必要はありません。

しかし，有権者の氏名・現住所・本鋳魂・勤溌機関・

職名・勤騨也のいずれかに異動があったときは，その都
度本人から直接様式(1)による異動届を中央選挙管理会
<あて先は後調に出さなけれ嘘なりません。（本人死亡
の場合蠅遣族より)。

○有権者となるための麦格はおおむね次のとおウで
す。

1）日本人であって，次のいずれかに該当し，

（イ）昭和32年11月20日以前の犬学卒業者
（戸）昭和30年11月20日以前の旧制専門学鮫卒
業者

（ハ）（イ）．（画）以外の方で研究歴5年以上にな

る者

2）次の業蹟のいずれかをもっている者

（イ）学術上価値ある著書
（ロ）大学・試駿場・営林局などの研究調査報告お
よび学術講演集日本林学会誌・木材学会誌・

林業技術，その他の機関誌に発表された研究論
文。なお誇潅ではあるが，しかるべき学会・

機関に文書をもって提出し，機関誌等に掲載す
る価値のあるものと認められて，受理されたも
のを含象ます魂この場合fこは提出先の学会や
機関の識任者の証明が必要です。

（ハ）学会の発表会で文書の拳たらず，口頭で行わ
れた研究報告。この場合朧学会の証明が必要で
士。

（二）特許，経営案の編成，森林土木・治山などの
設計書，林野土壌調査報告など学術上価値ある

業溌報告。機関または学会の喪任者の証明が必
要です。

したがって，われわれの勤務しているところには多数

の新有炎維者があることと思われます。
o新有資格者は登録しなくてはならなし､q
新有資格者であると考えられる人は，様式②により
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した。そういうことで当時の山林局を中心に始まった運

動でしたが，役所だけの運動であってはならないという

ことで，山林会に第3回目頃から音頭をとってもらっ

て，昭和19年まで続きました。終戦の昭和20年はや

らなかったが，21年以降は愛護連盟と全国観光連盟が

中心となって，植樹の運動を数年間続けましたが，これ

だけではまだ大きな組識の運動といえませんが，25年

に国士緑化推進委員会ができて挙国的な国民運動として

発足しました。

座談会

国土緑化運動

10年を省みて

緑化運動の意義
~

＝

村上日本の緑ｲ瞳里動はアメリカのアー鑑ア・デイの

まねだとかいう人がありますが，これは違います。こう

いう塗動は世界人類共通のもので，アーポア・デイはネ

ブラスカ州に多塗したが，他の州にもそれぞｵ'運動があ

ったし，英国では森林は少ないが学校林を主にして林務

当局が行っていた。アイスランドでは学揖営林法という

のがあり，スペインにはトリー・デイ，イタリーには林

業の盛んな国ではないが，植

林に功績のあった学按を表彰

する行事があり，スイスには

ウイーク・オブ・フオレスト

といって林業関係者が集って

もよおしをする。東洋におい

ても中国に穀雨節がある。要

するに国民の中に樹を植え山

をつくり環境を良くする気持

を盛り上げて，人の心を緑化するというのがねらいで，

学佼林も学校の財産を殖すということよりも，樹を植え

ることによって国土を愛する精神を培いたいというのが

真の目的で，物質にの象重きは置かないが，物心両面の

効果をねらうわけです。

実践してもらいたいですね。日本人だけでIま出来ないか
ら，外国人の協力を得て世界中の運動としてね。

伊藤日本人移民が南米でも樹を植えなくてはいけな

いと，植樹をしたところが，向うでは樹を植えると言う

ことは土着を表すそうで，誤解されて困った例があるそ

うですよ。

昭和34年3月9日（場所森林記念館）

〆
も
一

出席者（順序不同）

前林野庁長宮

林野庁造林保護課長

林野庁研究普及課長

国土緑化推進喪員会常任委員長

国土緑化推進委員会常任委員

治山治水懐会専務理事

（司会）本会

▲一

石谷憲男

若林正武

伊藤清三

村上竜太郎

楠孝平

近藤鎌三郎

松川恭佐

＄
国土緑化運動の沿革

松川いよいよ春のおとずれとともに，今年も南の方

から国士緑化運動が始まりました。緑化運動紘今では国

をあげての国民運勤になっており，創始以来すでに10

絹今年が丁産その10周年になりました｡

今日は「国土緑化維謎墜墜動10年を省ぶて」というテ

ーマでいろいろ鉛話をお願いいたします。この運動に対

する反省なり，叉今後の新しい企画を国民の前にうった

えることによって，さらに将来の大きな発展に賓するこ

とにしたいと思います。村上先生どうでしょうか国土緑

化運動の沿革と概貌などお話し下さいませんか。

村上国土緑化撒誕舅璽動は正式には昭和25年に創始

されたことになっていますが，認上趣hというものが急

にその時から始まったものではなく，これには古いバッ

ク・グラウンドがあるのです。日本では古くから植綻腫

動が行われていたが，一本化されたのは昭和9年の愛林

迩励からで，この鰯1回に筑波山の中腹に石黒さん，有

馬さんなどが参加して梅封をし，ラヂオを通じて全国民

を啓蒙するため，石黒さんが織璽大臣の岡田さんの代理

で，箱根の杉並木の話，グラツド・ストーンの話など巾

広く，木を捕える思想というものを説いたものでした。

また講演だけでなく，もつとわかり易くするようにとの

ことでドラマも放送しました。「金原明善」という劇で

’

一

－1－－-一一



座議会：国土緑化運動10年を省承て

松川石谷さん，緑化運動について何か。

石谷御承知のように林業の全国的な年中行事として

は，春の「緑の週間｣，秋の「山林復興祭」があり，両

者は平行的に行われてきました。「山林復興祭」はその

任務を果し遂げたといってもよいでしょうが，「緑の週

間」は今後とも国民を対象として，あらゆる啓蒙活動を

林業の発展のために，末ながく続けてもらいたいと思い
ます。

楠今，村上先生が歴史

的な識蕊過程を申されました

が，その後のことを少し申し

上げ童す。

終戦後はこんとんとした状i
態で森林の荒廃は極度に進：

忠，このまま放ってはおけな

いというので2，3の林業団

体が森林愛護連盟を作り，都

市を対象とした観光連盟と提携して植樹運動をやりまし

たが，観光連盟は運動が瀞姉に傾くきらいがありまし

た。

それでこれではまずいというのでもつと国民全員の参

4

緑十字運動

松川近藤さんの方の模様は･･…

近藤私の方といたしましては，団体の性絡から見ま

しても,､その活動の全部が治山治水ということですか
四

《
）ら，すべてが国土緑化ということにもなる訳です謡昭

和24年10月に当時の幹部が全部退陣し，会長に周藤

さん，副会長に野原さんが就任して，会の運営の重点が

本来の姿に戻って，治山治水思想の普及を目的に発展的

な転換をいたしました。

国土緑化運動につきましては，それまで少数の学生を

同志として，緑十字運動をしていた津村君がおりました

が，正月休象を返上させて，学生層をねらい国士緑化思

蕊
我なの方ば形の上では協力者になって，若干性格は変っ

たが今日に及んでおります。

もう一つ力を入れた計画は緑の羽根廻助でしたが，こ

れは国土緑化推進委員会が中心となるべき迩助であるの

で，国土緑化推巡委員会のメンバーの一員として，同委

員会の行う活動に全面的な協力をしております。

村上縁l-字運動は世界的な動きですよ。大学の学生

が一緒にキャンプをやったりしてね。日本でもキャンプ

滋やろうという話が出て津村君が先頭にたって始めたん

だが，さてキャンプをやるにも金がない。それで金原さ

んが5万円かしてくれた。それが23年頃です。

緑化推進委員会

松川楠さんは国土緑化推進委員会の仕郡をずっと中

心になってやって乗られましたが，その推移についてお

話し願い蓑す。

加する様にしたいと，24年に林業団体連絡懇談会が設

けられたので，その機会に林業団体が中心になってやら

なければならない。山の緑化から都市の緑化へと進まね

ばならないと提唱しました。治れで25年の1月に中央

のあらゆる階層，部門の参加を求めて国土緑化推進委員

会ができたのであります。これには各団体も一致協力し

てくれまして，時の衆議員議長幣原さんも喜んで同意し

て下さって創立総会にも出席下さいました。叉各県でも

中央にならって県を挙げた組識を作ってもらい，知事，

県会議長が中心となって各地方に会を作りました。・

運動の主なものは緑の羽根募金で，造林クジを岩手県

でやり成功しましたが，大蔵省が認可しないので全国的

にはやれませんでした。

こうして組織を作り，緑の羽根をシンボルとして発足

し，4月には両階下にも御幸啓頂いて植樹をお願いじま

した。

募金額は25年2,500万円，26年5,200万円，27年

8,900万円，28年1億円を突破し33年は1億3千万円

で毎年増えてきております。昨年末までの雫は8億7

千万円でここまで発展してき室した。

この使いゑちは桂職樹，学校林,zk源林，防風林の造

〃
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座談会：国土緑化運動10年を省象て

成など公共的植樹運動に当てられています。

最近は両陛下はじめ国民各方面とも緑の羽根を通して

具体的に運動の効果が上る樵になってきました。

学校林には5万のｲ､，中学校，高校が参加し，ポスタ

ーも毎年募集していますが，制作を通じて緑化の意義を

認識させる効果は年と上昇しています。24年に委員会

の準備をしていた頃,G･H･Qに学校林に熱心な入が

い霞したわ。村上さん？

村上ネルソン。

楠そうネルソンが学校林に熱心で，25年から読

売新聞と提携して今日に至っています。これによって5

万町歩の学校林が造成されています。

28年頚から木を植えるだけでなく，育てることも大事

だというので植栽林の手入れ運励がはじまりました。3，

4，5月を植栽の月とし，夏に手入れをするということに

なり，手入れコンクール，間髭コンクールなどを催して

推進してい室す。蓑た一方都市周辺で微門松やクリスマ

ストリーのための盗伐が多く，叉折角植えた若い木を育

てるためにはぜひ門松，クリスマストリーの自粛をやら

なければならぬと，その運動を展開してきております。

禁止ではなく自粛です。

緑化の歌を募集したりしまして「緑のお友逮」「緑の

羽根」などの童謡や歌謡曲ができており，6万位出てお

ります。

伊藤愛鳥週間との関係はどうなっているのですか。

楠一緒にやっています。

村上もつと考えてやらねばだめだな。大鄭なことだ

からな。

松川まだまだやらねばならぬ広い範囲がある訳です

ね。

村上そう，沢山ある。

楠緑化運動は今日まで純粋な民間運動としてやっ

てきまして，全然補助金を貰わないで毎年民間各方面か

らの70～80万門の寄附金に頼っています。

村上補助金を貰っての運動は駄目だよ。

楠緑の羽根の金は中央に集め為ことはしないで全

部地方へ廻すので，中央の運動費は総力をもって工面し

ます。

苦しいですが，人件費は林業協会でや為ので裳〆です

し，金も力も持ち寄って共同作業でやっています。

村上ほんとだ。集めるゐが容易でないね。

緑化運動の効果

松川若林さんに運動の成果についての御意見を。

若林この運動は25年に発足し，今日まで造林の促

進，国土の緑化を鑓堕されてきましたが，成果は24年

に造林した面積に比較して，25年は10万町歩も越えま

した。以来逐年造林面稜が拡大してきましたが，29年が

ピークで43万町歩の造休がされました。その後下向き

になっていますが，これば伐採跡地，造料未済地が解消

され拡麺造林の方向に向っているためだろうと思いま

す。昨年は逆に上っていますが,10年を区這1りにして次

のジャンプに向っているのではないでしょうか。

今年ほ特に造林意欲が鎌んで，皇太子の御結婚を控え

例年になく事業が盛んでありますが，今後の国土緑ｲ躍

動は益と活溌になって資源の適戊に大きな寄与をするの

ではないでしょうか。

地方の緑化運動

松川それぞれ地方でも緑

化運動が締んですが，この運

動も地方が土台となって進展

すると思いますが，どこの県

が一番熱心ですかね。

村上宮城県がよいです

ね。

松川なぜですかね。何時

も学校林コンクールなどによ

い成績をとっていますが。

村上前から青葉十字運動というのがあって，森の仙

台という思想で都市緑化からスター1､したのだが，水害

で山の方が大変だと考えなおして，各方面が一致して緑

化に進むようになった。だから学校林に対する考え方が

違ってきた。

最近では見学者が多く段々宮城県にならう所が多くな

っています。

松川そうですか。

若林そう最近は各県とも

熱心になってきていますね。’

石川県では山を青くしたいと：

いう気持で県民5本運動を展

開しましてね。5本というの

は森林という字は木が5ツあ

り童すからね。そして植えた

後は親心でみる。親心という

字は立木を見る心というわけ

です。

県で妹150万円を苗木代としまして，苗木を無償交付

しました。

村上やはり知事が熱心でなければならないね。ある

《
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座 談会：国土緑化運動10年を省ふて

ところでは作業ズ誤ンと地下足袋を備えつけてあったり

してね。

両陛下の植樹

松川両陛下がお出‘ましになられてから何年になるの
ですか。

村上11年になります◎

楠毎年御下賜金を載いております。

御下賜金朧苗畑を作って，苗木を各方面に分散して配

布してい霞す。

御詠は

28年美しく森を保ちて災の民に及ぶを避けよとぞ

思う

29年人々と植えし苗木よ年とともに山をよるいて

栄えゆかなむ

30年茂れとし山べの森を育てゆく人のいたつき尊

くもあるか

31年木を植うるわざの年々さかえゆくはうれしき

ことの極承なりけり

です。

伊藤毎年ですか。

楠そうです。

松川御関心が深いのですね。

楠非常にたのしみにし

ておられます。

石谷私も岐阜県で両陛下

にお話し申し上げましたが，

大礎御熱心で色々おたずね下

さいました。

松川ありがたいですね。

お植えになられたのもずい分

大きくなったことでしょう

が，楽しゑにしておられるでしょう漁。

楠そうなんです。

緑化運動と普及事業

伊藤林業普及事業も10周年になりますが，はじめ

た頃これとの関連はどうなっていたのですかね。

村上普及事業の足りないのは林野行政の欠かんであ

った。当時は心細い出発であったからね。準備が足りな

かったが。

緑化運動も今後普及運動とよくマッチして育っていか

ねばならない。

謹及事業の方は伊藤君にしっかりやってもらわねばな

らない。しかし普及員の思想は年を.上昇しているのはた

しかだね。

伊藤普及事業を緑化運動と結びつけるようにしたい

と考えています。そうすると普及員の農家に対する教え

方が違ってくると思います。

10周年を機会に反省して象たのですが。

村上学校林のことでは普及員と学校の先生がよく結

びつく。それは生徒の疑問を解決するため普及員に聞き

にくるのだ。そして土壌調査し，適地を象つけたりす

る。材積を調べたり，鼠の取り方から習性の研究をした

り，固定の道具を考えたりするようになる。

普及員と学校林はもつと堀り下げて結びつかねばなら

ないと思う。

伊藤そうですね。

緑化運動の目標

松川村上先生の大理想としてきた緑化運動も，今蓑

でのお話の通り大し､に進展してきたのですが今後の方針

などを。

村上私は人間は夢を持たねばならないと思います。

自分が死んだ後にもこうなるに違いないという明るい人

生を送らねばならないと思う。それにば皆共通に持ち得

る夢をもちたい。それで木を植えて年とった後，死んだ

後，どうなるかという希望にもえた大きな夢をもたせた

いと考えました。それも夢ではなく実行によって実らせ

たい。そして全国を緑にして明るい人間を沢山作りたい

と考えます。

今後ますます充実した運動を続けるつもりですが象な

さまの一層の御援助をお願いする次第です。

石谷前と重複しますが，今村上先生がいわれ童した

ように，やはり国を愛する気持からして，住皐よい国を

作らねばならないと思います。

山や公園，街路に木を植えることが，国民の保険とい

う点からもどれほどプラスになるかはかりしれないと思

います。

それがひいては国士の保全，資源の培養ということに

もなるのですから，大きな視野に立って着実に成果を挙

げてもらいたいと思います。

村上さんはじめ皆を様の一層の御努力をお願い致しま

す。私も微力ながら働かせてもらい霞す。

松川長時間ありがとうございました。

この運動ほ，緑化行事をとおして国士愛の培養と，森

林盗源の増殖とを目途とした，物心両面の効果を期待す

るものです。

毎年くりかえされる行事でありますから，マンネリズ

ムに陥らないように心がけて，この意義深い国民運動を

永くつづけたいものであります。関係皆さまの適切なる

ご指導を特にお願いいたします。

《
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座 談会

造林技術者の放談
昭和34年1月12日・於森林記念館
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松川どうも皆様大変お忙がしいところ，新年早なお

集りいただきまして有難うございます。今日は造林技術

の問憲についていろいろ忌揮のない座談をお願い申上げ

たいのです。よろしくお願い致します。何しろ造林の問

題というのほ実に古い歴史を持ってるものでありますけ

れども，その割合になかなか思うような成果を上げる迄

にいたって鐙らないというのは実際実地におけるむづか

しさというものもございましょうが，震たその造林をと

りまくいろいろの経済条件その他社会条件によって大き

く支配されて為ことがもちろん少なくないと思うので

す。造林技術上の問題点ほもちろんその他造林の技術を

阻害しているものの問題点といったようなもののことも

お話をいただけますれば，これから造林技術を伸して行

く上において非常な良い指針を得られる。あるいは得ら

れる一つの段階に達するのじやないかと思います。何分

とも御指導をお願い申上げたいと思います。

松原それでは宮崎先生に司会をお願いすることにし

てすすめていただければ非常に有難いと思うのです。突
然で恐縮ですが。

宮崎まず問題は育種関係でありましょう。しかし私

なんか全然専門外でありますが，ただ感じてることを申

上げましょうか。やはり最近行われているところの精英

樹の選抜によって良い品種を育成するということは非常

に結構なことでありまして，これを進めると同時に，耐

病性・耐虫性・耐寒性・耐乾性あるいは肥料に対しての

蜘巴性といったような性質をきわめなければならないと

思います。育種が進めば自然と進んで行くんでありまし

ょうが，一層今いったようないろいろの性質に対する研

究を進めていかなければならないの.じゃないか，従来の

地方にある既成の品種については特性がある程度判って

し､てそれに応じて造林が進められてい蓑すが，糖英樹か

ら来たものに対しても特性を何とかして早く調らべ上げ

るということが大事だと思います。また外来樹種に対し

てもやはりそういったような特性を調らべて，そしてそ

れぞれの品種ごとに性質を調らべてやるということが一

番大事じやないかと思うのです。

浅野今の認對の電友ですが国有林では林木育種事

辮情針により精英樹の選抜方法をきめて，営椎書が先づ

予備選伐により候補木を承つけ，次に局がそれを現謎調

査して糠英樹を決定しております。それには一つの基準

がありまして周囲の林木と比較して太さにおいて何％大

きくなければならないとか，概責が何％多くなければな

らないというようなこまかい舞走があるわけですが，そ

ういうことでなしにもっと広い視野からこの木は素性が

良い，この木はなかなか枝が少くて良さそうだとか基準

だけにとらわれない，勘というとおかしいですが，経験

者が眺めてこれは良いなというような木を増殖していろ

んな木を作り出すということも必要じゃないかと思いま

す。潔瑛樹選抜の方法はもちろんあれで結構ですし，と

りあえず我とがやるとすればあの方法から入るよりなか

ろうと思いますが，原木が大きいからそれから出てきた

ものが良いということば一概にいえないと思います。そ

れから外来戯腫の問題では東京営林局は只今テストの段

階ですが，テーダマツを坂入れております。日本にはス

ギという素晴らしい木があるのですから,この木の研究，

増殖をすることが第一にやることではないかとおもって

い輩す．テーダマツは16年生で1本1石く‐らいになっ

ているものが鋤1Iにあります。附近のアカマツ腱比べて

成長が良いのですが，最近植栽しているものもそのよう

になってくれればいいと思っています。

手束今おっしゃった粍瑛樹の遥友は試験ということ

でなしに事業として出発しているわけですが，内容には

まだ試験的な要素も入っていることを否定出来ないと思

います。やはり選抜には，一応基準を作って，それによ

ってしないと技術として確立しないのでばないでしょう

か。だから礎秀な技術者が見て勘で良いなとL､うものは

たしかに良いのかもわからないけれども，やはり何故よ

いかという視点を普遍化してこれに準拠する方向へ考え
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ていかなければならないので妹ないかと考えます。ある

程度の応用は技術者の腕としても，事業として進める以

上は，何か基準が欲しいようです｡

浅野その点は私異論はないのですが。

手束外来樹種の問題については，戦前はマツに対す

る関心が比較的薄かったが，今はマツの中で良い成長を

するものはないかといった観点からあたらしく問題にさ

れる意味があるという気がするのです。

北原その点私の方はマツを主としています。造林樹

種として会社の性質上精英樹を選抜して次の検定を待つ

という時間的余裕がないので坂敢えず地域を分けまし

て，青森から九州まで悪いものからなるべく種を]反らな

いとし､う意味で各事業所にいい毒してプラス林分を指定

してもらい，あるいはまた栗山の研究所をわずらわしま

して我々でいう精英樹の候補木を各地区ごとに選んでい

るわけです。プラス林分から自分で種を取るとそういう

考えでやってるのです。マツについてもその間試験場で

選定されてる地方的な亥イセンマツとかウシネマツとか

いうのも加えて花粉を分けて貰い，繁殖させていただこ

うという考え方でやっております。採種園は今三重県亀

山に作っていますが，今度の場合プラス林分からとった

花粉は全部袋かけをやったのです｡なるべく良い木から

クローンをとり，悪い木からはとるまいというのが主旨

なんですね。

手束ああいうところで獅纈園を作ったら良い系統が

悪いものと混らないようにするための保継設職がいるの

じやないですか。

北原北繊蘆に関してば栗山の育騨湯では白老にトド

マツの痢重林を作ろうと計画しています。周囲にトドマ

ツがないものですから将来I､ドマツを作って行く。した

がって周囲は広葉樹林地でおおうという考え方でやって

いるのです。

手束まわりに広葉樹林帯をおけば遮断されるわけで
すね。

宮崎花粉の飛ぶ範囲というものは，大体見当がつく

でしょうから，その範囲内に悪い母濁をおかないように

すればよいでしょう。

堀私も専門家じゃないから怒られますが，ただいろ

いろ学者，先生のお話をきいてますとやっぱり精英樹に

よる育種でもっていくのが一番基本だろうと了解してい

るのですが，ただこれを事業的に]反上げた場合，国有林

でもそうですが，現地においてはなかなか林野庁が考え

ておられるようにクローン鎚戊によって10年後に全面

的にこれに切替えてゆくことは，謎菱階ではむづかしい

のでばないかと考えます。栃木県は御承知の通り福田孫

多，孫光さんが残された簔類がございますので育種につ

いては我を非常に関心を持ってるわけです。一昨年です

か育種協会の晴れの爵1回の育種賞を福田孫多さんが受

賞されたのですが，その席上で「私にこういった育種賞

状をくれるなら農林省の達謝扉罰重をやめてもらいたい，

私の育穂鐵業の方からいえば，やめてもらいたいくらい

だ」と話しておられましたが，県といたしましては，民

有林の特色は実際やるということであり，しかも浅野課

長さんがおっしゃったように長羊の経験と勘によってそ

れを生かしていくことだと思うのです。そういった面か

ら大体これが良いだろうということで，相当さし木をや

っているのですが，それを併用してやることになり堂す

と，具体的に行政上どうするか問題になり誉すも林野庁

で考えている採穗林は1級採穂林とし，民間で行ったも

のは2級獅鋪林として県に登録していただき，逐次増や

して系統づけて末端に流してゆくという方法を考えてい

る訳ですbしかし現実問題としてはさし木より何として

も種子の方が問題になってきます。それで餓封林に対す

る育種の考え方をもつともっと強化していくべきじゃな

いかというのが我念の意見なのです。

手束なかなかはっきり錐で説明は出来ないけれど

も，たしかに良いというようなものもある。それを行政

的に取上げるにほそういう分類をするのも親実的方法で

すね。

宮崎マツで特に成長の良いというものは見つかって

おりますか。

北原現在私どもは1，2を除いて特に見出しており

ません。とりあえず第1段階でばプラスの林分からとっ

て行きたいと思っております。

宮崎スギなどのようにこれといったようなものはな

いのですかね。

堀クロマツ26号というのが。

宮崎クロマツ26号は鳥取でしたかね。

堀大山ですね。

宮崎鹿児島のウシネマツは成長がすばらしくよいよ

うですが，今の師蒐児島県以外にほあ重り植えていない

でしょうか。

浅野いいですね薊私も舞池で桑たことがあります。

北原学者の方もよくいわゆるアカマツとクロマツの

中償潅がいいとおっしゃるのです。

堀雑種交配がいいというのでしょうね。あの方が栃

木県に承えました時お伺いしたのですが，かけあわせま

すとバイセタの性絡を出さない，ところが雑種のものを

アカマツとク官マツを2倍体にしてかけあわせれば非常

に良いのじやないかといっておられました。毒そらく理

論的にはむづかしいのでしょうが簡単な試験を一応去年

やって象たのです。まだかけあわせ段階はやってまぜん
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が。

浅野私の方は茨城県，静岡県でマツの造林をやって

ますが，苗畑の幼苗を承ますとほとんど交配しているの

です｡アカマツの縮種床にクロマツらしいものが沢山で

ますし，その反対にクロマツの播種床にアカマツに近い

ものが沢山出ております。これから象ると卿僻のものが

むしろみつけにくいのではないかと思われます。

手束すでに交配しているものが多いのですね。

宮崎その交配は最近試験場でも盛んにやっておりま

すが’早急には育成されないでしょうからやはり天然に

出てきたものを探すことも早道でしょう。

浅野地方的に優秀な品種を象つけ脳してやることが

一番早道だと思います。

北原別に現在林種改良ということを大きな目標にた

てています。原則的には適地適木で全部マツということ

ではありません｡しかし天然更新可能なところは優占的

に此の方法を考えています。

松原浅野さんのさつきお話がありました掛川のテー

ダーマツの面積はどのくらいですか。

浅野わずかです。最初0.5ha植栽されたものが開

拓にかかりまして切られたものですから今1反歩弱ぐら

いです。そこでは種子が採れあのです。毎年そこからと

ってまいてますがその幼苗と向うから直接とった種子か

らの幼苗とを比べますとやはり少し日本化したという

か,葉の色が少し違うように感じられます。

手束テーダーより新しいですがカリピヤもぽつぽつ

試植されておりま-鍼烈。

北原苗圃では現在のところはテー変一よりはカリピ

ヤがいいです。

手束徳島ではずい分大々的にやってます。苗圃の近

くでは段違いによいようです。最近7～8町歩，山にも

県行造休で植えたらしいけれどもそこは拳ていません。

原産地が濠洲らしいけれどもよく育てられているのはア

メリカ東南部の関西の松地帯と同じような地味のところ

らしいから希望はありますね。

北原テー〆－に関しては風の害はどうですか。

浅野風の吹くところではやはり斜になるものが相当

あります。

北原風の点は心配があ'るのじゃないかと思い童す。

純粋のテーダーマツー色にしないで内地のアカマツ，ク

ローマツと混合したらどうかと思いまして，この春，和歌

山でそういう配置に作って象ようと思います。半分がい

いか3分の1をテーダーにして3分の2をク戸マツを入

れたらいいか’万一テーダーが風でまいってしまった時

はテーダーを伐ってクロマツにしてしまう。もちろんテ

ーダーの方がよくなってク宿マツをはるかに追越す時は

除伐でク戸マツを切っておけばいいという考え方でやっ

てみようと思います。

浅野風の心配も初期だけじゃないですか。しばらく

たちますときれいに枝も根も張りまして傾くのは最初植

えた時だけだと思い玄す。山出苗木は長さ30センチぐ

らいに切って植えてい蓑す。そうしますと幹と根のバラ

ンスがとれるのでしょうか支柱の必要もなく活着も普通

になりましたから風のため傾いたり枯損歩合が多いとい

う点は解決したと思い蚕す。すぐ横から芽が出まして日

本のマツと違い，きれいに芯がたっていくのです。33年

の4月植えたのが一夏できれいに若芽がのびて真すぐに

なってます。

手束アメリカではサピビョウでずい分やられたらし

いですな。日本でばまだその堯責は出てないが，導入の

ためには何か考えなければならないでしょう。

浅野大量にやるようになりますといろんな被害が出

てくると思います。この対策を考えなければならないと

思ってい霞す。

手束害虫については，今までは出たら押えるという

ことで予算をとってやっているんですけれどそれじゃど

うも原始的で，ドロナワの感があるので，出るという兆

候を押えて事前に予防するようにしなければならないと

いうことで今年から逐次企画をすすめていまう-が，なか

なかその兆候と害虫の病的な因果関係を明らかにするの

に手間がかかります。

l宮崎次にアカマツであり童すが,造林すると案外成
績の良いところもあるが悪いところもあるといわれてお

りますが最近はどうですか。植栽してから10年ぐらい

はよく伸びるが，その後は成長が衰えて，むしろあとか

ら侵入してきた天然の方が追越すという状態を今までJ:

く見てきたものであります。土壌が固くしまった所など

によくあるようです。アカマツの根はスギなどのように

不定根を多く出しにくいもので，植栽の場合には土壌の

理学性，つまり軟い所でないと根が十分伸びないので，

いじけて成長が悪くなるが，天然生の場合にはジリジリ

とよく根を張るので，土壌は少ﾉﾐ悪くてもよく成長する

のでないかと思ってい菫すが。

堀栃木県の那須地方は非常に深い未熟士のところが

比較的多いのですが，そこがマツの適地ですね。数年前

に植えた県行造林地がありますが，少くともヒノキより

は成長が早いようです。土壌の深いところでは肥料分の

少ないところでも良いのじやないかと思いますが。

松原那須地方ば比較的土壌水分からいえば乾燥して

いるところなのですね。それでも。

堀土壌が非常に深いのです。ただ，未熟土ですから

スギ，ヒノキに駄目です。ただ固いところは何を植えて
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も駄目です。

宮崎もう一つポプラの問題あれもやはり土地とい

うことが問題でしょうね。ポプラは水分を多く要求する

ので，水分の充分あることと肥料も与えなければならな

いので川添いなどがよいと思いますが。

北原それは純粋な農地になったところでば採算的に

あうかどうか問題になるから開墾放棄地に目をつけたら

どうかと思っています。

手束桑畑をぽつぽつ転換したらどうか，失礼にあた

るが，かいこは先が票えてますし，そうすれば相当適地

があるのじやないか，またその辺から艇業林業の接触

が実ってくるのじやないかと思います。

北原そこまで踏承切るため何か補助金を出す。そし

てポプラを植えさせないと，良いといっても現実的には

10年で1石とか1石半になるということがわからないで

すね。

手束わからないから急には計画閏来んけれども嘘つ

きりすればあながち桑畑にくらべ，そう採算の悪いもの

じゃないと思います。

浅野そういうものを農業の範囲まで持っていくには

開墾の辺地にやってゑて，お百姓さんにこんなに有利だ

と，そういう点のPRが必要じやないですか。

北原それは業界でも考えてるんじゃないでしょう

か。

手束最初は一部ほ損するかわからないけれども，農

家と契約して何年間すればこのくらいで何とか買ってや

る。成績いかんに拘らず，この程度はやるからやってく

れということでやらしたらいい，わからんから十分保証

出来んということでは農家の方でほ童だ不安だからやれ

ないということでいつまでたっても拡がらない。

北原最低の線で，出来た時は時価で絶対に買う，あ

るいは当面の問題で苗木はただで上げますというように

しないとなかなか出来ないと思い童す。

手束産業盗本もその方は育成段階として膳揚にかま

えられるといいものですが。

宮崎次にスギの問題ですが，早生(ワセ)の系統のも

のと晩生（オクテ）の系統のものとこうあるわけで，や

はり次の林地肥培の問題にも関係すると思い室す。熊本

県の武藤品雄氏によって育成されたクモトーシスギは早

生系のもののようです。あれはもともと吉野スギの中か

ら特に成長の良いものを選びだして，さし木で作り上げ

たものです。クモトーシスギと，アキスギを植えておく

と，クモトーシスギは幼時の成長が非常によく，肥料も

よくきくが，アキスギの方は根張り枝張りに精力を使う

関係か初期の成長は劣るようであります。暖地では土地

のよい所はクモトーシを植えるとよく，肥料をやっても

植えてから間もなくからどんどん伸びていきますが，一

方それほど上には伸びない傾向があります。

手束なるべくこれからは早生を目標にすることです

ね。小径木でも早く収漣するという考え方の方がだんだ

ん大きくなると思います。

宮崎早生系は土地がよくなければならないが，晩生

種臓枝葉が密閉するので少な土地が悪くても差支えない

ようです。

堀寒いところは秋田系のスギでないとうまくないよ

うです。早生のもので鹿沼付近ですと40年近いものが

ありますが，被害がどういうことで起るかわからない。

宮崎クモ1,-シズギやサンブスギなどは暖地系のも

のですから寒さには多少弱いと思いますが，どの位の寒

さに耐えられるか，つまりどのくらいの所までもって行

けるかを早く知ることが必要かと思います。次に最近各

地にまんえんしているスギハダニ（アカダニ）につし､て

もこれらの種願は案外弱いようですから特に注意して防

除につとめるとか，またこれらの内で抵抗力の強いのを

見出すことなども考えるべきでしょう。

堀榎瓶の問題はいずれにしましても最近ヒノキが減

ったのが特長でありましょうね。

松原蒔首林でもそうですか。

堀率榊3錘にヒノキが増えてきます。拡お営林に

伴なって新しい土地の悪いところに植えますからそうい

う関係でヒノキが増えてきますが，土壌から鍬たヒノキ

の適地は少ないわけですね。そういった面からスギかマ

ツかといった傾向が逐次でております。その関係かヒノ

キは苗が今年はあまって困ってます。

浅野識の方なんか第一線の担当区員ばヒノキをやり

たがるんですよ。安全性があるヒノキの植栽は失敗が少

ないが，スギとマツはしばしば失敗しますから。ところ

が成窪の増大が打出されてますのでヒノキは減りつつ
あります。

宮崎カラマツもかなり不成績地が最近出てきていま

す。ことに2代目造林地に不成績のものが多いといわれ

ております。カラマツは大体において水はけの良いとこ

ろは成長がよいようでありますが，水はけの悪いところ

例えば地形のゆるいところ，あるいは修翻があってその

下方の一寸ゆるいところなどが非常に問題になっており

ます。北緬首でも長野でも普通どこにでも植えていいの

かというと実際やってぷるとそうはいかずに大分問題に

なっておるようです。

堀風の強いところはヒノキは駄目ですね。

浅野雨量の多いところもカラマツは不成績ですね。

宮崎そうです。雨鉦の多いところでば，先程申し童

したような所では，土中に水分が多くはいりこむ際に水

《
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座 談会：造林技術者の放談

堀そういう広葉樹の問題は,広葉樹の材そのものの

問題もあるかも知れませんが，やはりどこでも人工林を

やっても失敗地が多いということですね。今のブナの天

然林はやっぱり天然更新でやっていくのが普通になって

いるのではないでしょうか。天然更新を真劔に考えるべ

きじゃないかと思います。広葉樹の問題は国有林と民有

林の奥地的な所と二通りあると思いますが，民有林でも

人工造林の限界点に近くなって来ますと大面積の一斉造

林は無理と思います。逆にただ普通の広葉樹じゃなく

て，肥料木といわれるハンノキ類，そういったものと針

葉樹の混植ならば今後奥地の造林に考えてゆきたいと思

っております。

手束今択伐諭というのがカケをひそめて拡大造林

一斉造林になって，大面積一斉造林のあぶなさがまたい

われ出しているのですが，これは昔と同じレベルで論じ

ては具合が悪いと思うのですね。一斉造林はどうも被害

のおそれが多いという事で，天然更新をやって，次に天

然更新は実行がむずかしいということでまた昔にかえっ

ているのだから，今度の議論は前の議論よりも進んだ技

術段階のものでないといけない｡過去の高価な経験によ

って生態学的にいえば天然更新がいいことにきまってい

るし忽錆的には皆伐一斉造林の方がいいにきまってい

る。問題は異質の舞請をどこで調和したらいいかどいう

ことで，一体どの程度の区分皆伐施業をしたらいいかを

個々に具体的にするという段階ではないか。原則論をや

っている段階ではないと思います。

宮崎やっぱりこれは我田引水かもわからないが’天

然で容易に稚樹の発圭されにくい所は人工植栽に適して

いるし，人工で植栽してもよくないところは，天然更新

によるがよいようです。これは秋田のスギでも,青森の

､ヒバでも，やっぱり土壌の関係で天然更新でいかなけれ

ばならない所もあるし，また人工でやっていかなければ

ならない所もあるし，そういった惹珠から土壌というも

のをハツキリ区別して考えていけば，今のように樋錦な

ものが出来ないようになると思います。自然ではそうい

う風にチヤンとよく出来ていると思､､ますね。秋田地方

でも天然にスギが立っているからといって,これを伐っ

てスギを植えていいとは限らない。例えばBB型の土壌

にスギが天然に立っていることがあるが,スギを植栽す

ると悪い。童たBE型土壌のような所ではスギの憩封の

発生が悪いが，植えると非常によいというように，ハツ

キリわかれているもので自然は実によく出来て0,ます。

次にさきほど手束さんのお話しになった薪炭林の林種転

換の問題ですが，この場合に錨世の方はあまり問題ない

と思いますが，里山の方は土地が大分やせておることが

ありますから用心しなければなりません。

ばけが悪いと根が痛むようであります。カラマツの根は

特に空気，つまり酸素を多く要求する性質がありますの

で，通気性ということが問題となります。土壌をとって

虫眼鏡で見た場合に士粒と士粒との間に皮膜状の水が多

く見られるようなところはよくないようですね。

手束樹種の問題では林産関係の方からスギ，ヒノキ

に依然として指導の重点をおきすぎるというような批判

があるのですけれども，だからといって，じゃあどうす

るかというとあまり何も出て来ない。やはり利用方面で

もっとよく考えるべきで，大量に育つものをもつとよく

利用するという方向で検討することだと考えてい富す｡

北原そういう点，我を痛切に感ずるのです。たとえ

ばカラマツは製紙パルプとして不適当だからカラマツ造

林をしてくれるなという話があった。最近においてはカ

ラマツほまた使えるようになったからあれは成長もいい

し安いから植えてくれという注問が蓑ま出てくる。そう

､､う点,あなたがおっしゃるようにむしろ使う方も桜踵

の色々を狡術的に考えていただき度い。

手束薪炭林の造林の問題はどうなんでしょうな。

宮崎大分すすんでいるのじやないですか。

手束いやあんまり進んでいないようです。技術的に

もあ霞り今まで坂り上げられていないようですがね。

堀僕等の方はクヌギー本槍で改植してゆくという事

で割切っているのですがね。そう特別に考えるべきじゃ

ないと思うのです。

手束これについては別に育種もなければ何にも霞だ

考えられておらず，現在造林出来る樹種を植えていこう

という事だけなんでしょうな。もう一段さがってパルプ

材腫は最近広葉樹を使い出しましたが，そういう場合に

ばブナなどが主体なんですが，現在立っている木を利用

するのはいいとしても，あとどういうものを造林してい

くか。今広葉樹の蓄積が相当あるから，針葉樹にかえる

というためにも先ず広葉樹をパルプなんかに大いに使っ

たらいいという事はわかりますが，まあ，そのあとです

ね。

北原次の生産の場合その生長量その他考えて果して

今の広葉樹の単価でできるかどうかという問題がある･

手束おそらく無理でしょうな。

松原という事は結局安い単価で容易に造林できるも

のでなければならない。

北原そうなんです。それがスギ，ヒノキあるいはマ

ツに関しては経験を積んでおりますが新しい広葉樹の造

林というと問題があるのじやないかと思います。そうい

う事を外部から要請されているわけです。

宮崎広葉樹というとあまりないですな。一般にはク

ヌギくらいのものですか…．。
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座談会：造林技術者の放談

松原そうでしょうね。

宮崎案ﾀ膓鐵薊の土が流されておりまして，。ナラや

マツの多い山となると，ほとんどスギなどの植えられな

い山となっていると思います。いまにアカシヤ痢虎のも

のを殖えなければならないという状態の所もでてくると

思います。これは適地適木の調査が相当進んでおります

から，この綺果をよくとり入れて計画をたてるべきだと

思います。

手束林種転挽は相当進んでいるのですけれども，そ

れで里山での講読業というものとの潜藻がおこりかけて

いるわけですね。そのたあには材種転換によって減る分

については単位大蔵資あたりの生産性を増しておぎなっ

ていくという方法をとらなければならないということで

計画はいろいろ立てているのですが，なかなかどうも薪

炭林の増殖ということになってくると，政策的にむずか

しうございましてね。謂淡の儒窪も，全体としてどうな

るかということになり寮すと，林野庁としては横ばいと

いう見とうしの上に立つということですが，どうもきめ

手がないので水かけ論になってしまうのです。

堀栃木県の，今先生のおっしゃったエロージヨンに

よる未熟士地帯があるのですが，そういったものがその

童ま識量されているところと，一部考えてやっている所

はニセアカシヤなんか造体しているのが，年に3，40町

歩ございます。

宮崎次に林地肥培の問題に移りましょう。林地に肥

料をやるということは，溶悪林地とか鯉蕊鋤など以外に

はほとんど考えられなかったものが，ここ5～6年前か

ら憲速に鐙蔓してきたもので，データがほとんどなく私

達もあわてている所です，もつとも数年前から早く試験

を始めなければならないと垂展はしてきたが，予算が認

められないので本絡的の試験ができなかったわけであり

ます｡ただ民間ではいわゆる篤林家がまでに20～30年も

前からやってきた例も各地にあるようですが，無施肥区

というものをおいてないので比較ができない現状です。

手束試験場としてもハツキリした結論はまだ得られ

ておられないようですし，積甑的にこういう場合はこう

いうようにしておやりなさいと規絡づけしてすすめると

いうことはまだないわけですね。

松原営林局あたり試験したことはないのですか。

浅野30年度から9営林署が試験地を設けてやってい

ますが，ほんとの試験の段階でデータを集めている状況

です｡4年間の調査実績ではいいようですが未だ卿凹料

区とはっきりした区別は認あられません。

松原大体1ヘクタールあたりどれだけかかるんです

か。

浅野1万5千円位ですね。

8

堀肥料代だけなら1万円位でしょうか。

浅野肥料代だけでいいまずとha当り平均12俵で

約1万円ですね。外に施肥の手間がかかりますから。

北原成長はいいということはたしかにあるのですが

造林の事業からいえば採算上に限界点があると思いま

す｡造林鄭業の企業性という面からいえばむしろそれよ

りも一番関心をひくのは，基本的土壌調査をやって，ど

ういう肥料がいいか，またそのやり方ですね。どういう

深さとか，根もとからどういう距離にやったら一番効果

的だということをしないでおって，ただ良い，良いとい

うやり方でやっているのじやないかと思います。

宮崎せんじつめると，皆さんのいわれるように土地

と肥料の種類とやり方などが問題でしょうね。"IEをす

るからといっても物理性は改良が出来ませんので矢張り

適地というもの侭考えなければならないでしょうが，ど

ういう場合でも肥料さえやればふと・ると単純に考えられ

ている方が多いようです。そこで，場合によると非常に

よく効くという人もあれば，また効かないという人もあ

る。あるいは肥効がすばらしくて15年位で伐採が出来

るという所もあります。しかし15年で伐採できるとい

う所は，結局艇業的に肥料をやっておりますね。たとえ

ていいますと，群馬県の例ですが，13年間，毎年毎年肥

料をやっております6また鹿児島県の串良では4年間毎

年連統して硫安・油粕・人焚尿・骨粉などをやると↓､う

ふうに本当に農業的にとり扱ったために，4年生で1ヘ

クタール93石となっているそうで，こうなると15年

で伐採ができることとなりましょう。しかしこれは士壊

とか気候条件にめく・室れた所で，しかも徹底的に”巴し

たからであって，普通の林地に現在一般にやっている程

度の肥料をやってもこのようにはならないと思います。

肥料のやり方も大切で，あまり根から離して入れると草

に吸われたり，流乏したりして樹木に吸収されない。そ

れかといって根に直接ふれて与えると肥料やけをおこす

とか色との問題があるわけです。また下の方の土が固い

と根が充分張られないからいくら肥料を与えても育たな

い。それからもう一つは植える際に余ほどていねいに植

えなければ根を曲げてしまうことがあって肥料を吸うど

ころか水分も吸えなくて充分の成長がで,きないもので

す。肥料を与えなくとも植えた年に30センチ位のびる

ような植え方をすることもまた大切ですね。その当年に

伸びず翌年からのびるのは大体に麓いて充分根が張って

ないからで，水分が吸えないなめと思います。このよう

に揃え方の悪い場合にいくら肥料をやっても根がそこに

一
】

凸

町

一
〕

いかないのですから，1回位

が刷るものではないでしょう

いが今いろいろとやかくいわ

ってあとやらないと効果

このような点が林地肥ば

ている問題じゃないかと

や
。
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思いますが．・・・・

松原結局土壌の状況なり，肥料の性質を，要す潟に

知っていてやるべきじゃないですか。それさえやれば相

当効果があるという事でしょうか。

宮崎そうです，やはり樹種・品種・樹令によって，

またそこの土壌の状態に応じた獅凹の方法を確立するこ

とが何よりも大切と思います。

手束何か私は施肥の試行に対する指導基準というも

のが欲しいと思うのです。樹種造林の方法，獅色の方

法,肥料の種類,土壌の種類，気象条件,経営の目的，
こういうものを組み合せると大体1～2万円の場合が出

てくると思いますが，その中で，整理して大体成功の見

とうしのある場合はこれはマル，これは駄目らしいから

ペケというようなものが欲しいのです。そういったもの

を試行の参考にすれば議論の上でも実行の上でも能率よ

くできると思いますが。

堀"ME'技術を確立する事が問題で，それが今なかな

か確立されてる段階でばないということですね。

宮崎先程も申しましたように試験場でもぼとんど手

をつけていなかったのですが，去年から基礎の研究を始

めた所です。蹴巴は現にどんどん進んでる事ですからや

っぱりもう少し試験場でもはやくやらしてもらえば，デ

ータが出ていてある基準といったものもできいていたと

思いますが｡・・・･

北原たしかにそういう事は．研究しなければならな

い。昨年青森でカラマツとスギに追肥した場合，根のは

り方力鐘うそれぞれの場合でこの辺にやったらいいのじ

ゃないかというメドがつきます。

手束林業の問題として考えれば，”巴に関する研究

や試験などの予算というものは1億や2億あったって何

ら不思議はないと思い童すが，1億はおろか数百万の予

算がなかなか通らない。

宮崎大蔵省を通った国の試験場でやる予算で，林地

肥ぱいが200万で，これを全国通じて，つまり本・麦・

分場でやるわけであります。

手束それに対して造林事業の予算は国有林で70億，

官行造林で14億，民有林で補助金30億，融費で12億，

それだけの大きなものが通るんですがね。その基礎にな

る方面はお粗末です。

宮崎でもそれが通ったから，ようやくやれるように

なったんです。これも29年から出したんですが通らな

い。おそらく大蔵省でば，農業の方からいえば20年も

30年も前からやっているから，林業でもとっくにわか

っているのじやないかと考えられたかも知れませんが，

実情はさにあらずで，お恥かしい次第です。

手束あまり効果がわからんような事だと金が惜しい

といいますし，わかっているようなことをいうと，そん

ならもうやらないでよいと，ああいえばこういうで，厳

かなかピンと重要性を感得さすことがむづかしいのです

ね。

宮崎造林技術の向上を阻害する原因といったものに

ついてば。

松川今手東さんのおっしゃった予算の問題なんかも

大きな問題だと思うのですが，われわれ予算を取る点に

おいてのご苦労というものはすっかり忘れてしまって今
の時代のことはわからないのですが。

手束今の財政機織は何か，その技術向きにうまく出

来てないという点があるのじやないですかね。たとえば

造林という鞭一つで考えて見れば規格化した姿でしか話

が出来ないのですね。要するに1H1渉どれだけの工程で

何本位総えてこうだといい，植えたら何年目にどの位大

きくなって，,何年目に伐ればいくら取れるという率しか

考えてくれないのですね。実際には，ピンとキリとでは

雲泥の差であるし，キリの方は消えてしまうもの涯って

いくらかはあるわけです。ますでばかるように効果がは

かれるものではないのが実態ですが，そんなことをモタ

モタいってはは喝まらない。

要するに実態感覚をぬいた抽象論と観念論にもってゆ

かなければならない。仕方がないからひとはけで塗った

ような話をすると,､実際ばそうでないからどこか辻棲が

合いにくくなる。造林技術よりもその辻棲を合わせる技

術が大変なんです。（笑声）今一つ例をあげますと，適

地適木調査はその主な内容は土壌調査なんですね。これ

は林業計画の基本的な問題で，国有林ははやくからやっ

ている。そこで民有林でも土壌調査というものは正面か

ら予算をたてて当然通る筈だと思いますが，これがなか

なか通らない。そこで拡大造林のための目的調査という

理く:つになって来てはじめて予算が通る。ところが1団

地の造林規模平均0.4haという民有林で拡大造林やる

所だけキチンと土壌調査やることは技術的にできませ

ん。やはり拡大造林を主とする所を地域的に調査するよ

りしょうがない。ところが，本当の話しを出すと話がめ

んどうになる。土壌調査はこれだけやっているけれども

その中で合目的分ほこれだけということば，いいにくい

のですね。我とにば常識でもそれをいうと金になりにく
いという。そういう妙な関係があるのですね。（笑声）

松川凋難というのは非常に捜雑なものでさつき宮崎

先生がおっしゃったように土壌調査が完全におこなわれ

れば，ここは天然更新でいくべきか，人工造林でいくべ

きか基準が出来てくる。局部的な手をうたなければ林業

の調査の面白さ，効果が出てこない。そういう事を国民

なり，財務当局の人によく理解させ為という噸が一番大
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事なんじゃないですか。

手束よく理解させたいと思うのですが，よく理解さ

せる暇がないのですな。（笑声）先方は限られた時間し

かわれわれの担当をできないのです。また任期もせいぜ

い2～3年です。その短い期間に生はんかに実態を見せ
ますと，いい所を見せたら全部がいいように思う。悪い
所を見せたら全部が悪いように思ってしまうんですね。
（笑声）担当官が代るとまた教えなければならないが，

結局本当のことを教える暇がないから最大公約数でゆけ
ということになる。それならそれでこまかいところは運
用にまかすんだという雅量が欲しいですね。

堀そういう時代だと思いますが，最近は補助金適正

化法ができましてから余計その面で現地としては苦労す
るわけですね。したがって何か造林行政が，造林技術行
政じゃなく，造林予算に振り回される感じをもつのです
ね。

松川堀さんの立場も苦しいだろうな。

堀その点中央の方も，大藤省に納得してもらうよう

に，地方のそういう実情をつかんでできるだけ末端のも
のがやり良いように中央でも考えてもらわなければいけ
ないと思いますね。

手束一つの予算上の観念をピチツときめて，それと

ちがった考え方では使っちゃならんという事になります
と，形式的には実行面まで全部素人の財政当局がタッチ
する事になって来ますね。森林火災国営保険の余裕金の
中で望楼を立てるという予算を要求したところ，結鐡だ
が望楼を建てれば保険に加入していない山も見えるじゃ
ないか。見える山の所有者からは負担金を坂らなければ

いけない，これでまじめなんですから…．。（笑声）
堀どうも中央のいい分がだんだん地方の実体を離れ
ていくんで困り菫すね。

手束我を仲間ではナンセンズの一言でかたづけられ
るが，そういってしまっては実も蓋もなくなる。
松原辛いね。これは｡…。

堀だんだん悪くなってくるね。

松川しかし,県議会の空気はどうですか。造林とか
◎

堀県の方は造林をやらなくてもいいいという人はい
ないのです。造林については超党派的にやらなければな
らないという事をいいます。ただ補助金の問題につきま
しては，社会党の人はどんどん問題はいいますが，山へ
木を植えるという事は一人も反対はしません。

浅野いろいろ予算をとって下さる御苦労憾手東さん
から伺いましたが，営林局では割当てられた予算，その
予算の範囲内で最大の効果をあげればいいという事でわ
れわればやっており芝すが，実行上に労務の問題が大き
くおこっています。伐木事業なんかは割合賃銀が造林に
比べればいいということで優秀な人が働くわけですね。
造林は子供と老人になり勝ちでしよつ中代るし，実際い
い仕事がだんだん出来にくくなるという顎もあります。

松原先生，それじゃ一つ，今後の造林の技術を推進

する上においてもっとも大事と思われることをこれから
お願いいたします。何か一つ･…。

手束私の感じとして申せば，造林技術上の問題はあ
わてず，あきらめずに，蒲実に進めていくということが

一番大事だと思うのです。一般世間では育種という問題

が出てくると，もうすぐ伐期短縮の問題は解決されると

思われたり，肥培というと畑な桑に考えられたり，外国
種というと何でもことあたらしくさわぎたてる。それに

対して希望を打消すような事ではならんと思いますが，
われわれまで腰を浮かしてしまってはおしまいで，その

希望の方にもっていく技術のテンポをハツキリ認識し
て，あわてずに，あきらめずにやっていかなければいけ
ないという感じがし宣す。

宮崎やっぱり機械とか何かで生産されるものと違っ

て生きもの相手ですから苗木なり木の気持になってやっ

ていくという事が一番大事なんじゃないでしょうか。そ

してやはりどなたも現地をよく見て現地に応じた施業を
すべきでないでしょうか。

松原浅野さん，何か．･･･・

浅野私は先ほど手東さんがおっしゃったことで大体
全部だと思いますが，私自身国有林におりまして考えま
すのは,第一線で仕事をしている人に,山に親しふをもた

せるといいますか，だんだん仕事が合理化され，組識が
合理化されて来ますと山に対するハツキリした親し承，

別の言葉でいいますと愛林思想，そういうものが稀薄に
なるのじやないかと思い霞す。そういう点から，実際山
でいろいろな造林の仕班をしている人がもつと自分自身
こそが日本の山をよくするのだといいますか，そういう

風な熱意をもって仕事をしていただきたい。古い造林地
を見ますと，同じような山に同じ条件で同じ苗をうえて

非常にいい山と悪い山とできているのです。調べて承ま

すと成績のいい山には非常に造林に熱心な担当区さんや

見回りさんがいたといって間違いないのです。山も苗木
も生きて生活をしています。そういう生きたものを相手
にする場合，何はおいても山への愛楠と熱心さをもった

人が一番必要じゃないか，扱う人の熱意のいかんが将来
に対しても，今申し上げましたように違った結果が出て

くるという事がほつきりいえるのではないかとおもいま

す。そういう必要性を最近になって特に感じており輩
す。

堀本当にそうですね。

松原じゃ，どうも有がとうございました。

松川放談とはいいながら，大変貴重な放談をしてい

ただきまして，まことに有がとうございました。これを

きっかけに造休のために今年は一そうよい年であります
ように,皆さま方の御尽力をお願いいたし，またお祈り
いたします。どうもまことに有がとうございました。
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（2）林道網を拡充整備し，未開発林の積極的な醗誹1

用を図る･

（3）林木の品種改良を行い，森林の生産性を高めると

ともに伐期を短縮し，造林事業の経済性を高める。

（4）木材利用の合理化を図る。

（5）普及活動を強力に展開し育林に関する技術の鯵透

を図る。

ことなどが平行して実施されなければならないが，この

中で造林政策に関連した事項及び造林と密接なつながり

のある森林の保護政策について，その現状と政策遂行上

の問題点をのべてゑたい。

2．造林

造林事業は，経済政策，保全政策及び社会政策的見地

より推進されているが，森林資源の培養という国民経済

的な面から考えると，長期的な資源の増強対策は何とい

っても人工造林地そのものを拡大することにつきよう。

人工造林地は,､昭和32年度末に，国有林1,095千町歩，

民有林4,999千町歩，合計6,094千町歩で，全林野面積

の25％程度にすぎなかったが，自然条件及び経済条件

からゑて人工造林の可能なところはすべて人工林に転換

することとし，国有林においては昭和70年度までに

3,200千町歩，民有林においては昭和55年度までに

8,000千町歩，合計11,200千卿]歩の人工造林地を確保

することとなった。

しかし，その計画的な実施は容易なことではなく，特

に民有林においてはこれを強力に掴筐するための加擁と

して，

（1）森林法に基ずく造林の義務制

但）分収造林の推進

（3）造林者に対する助成（補助，融資等）

倒官行造林（水源林造林）の促進

などがとりあげられている。

1．はじめに

造林政策は，戦中戦後に累積した造林未済地を解消

し，国士の荒廃と森林資源の破局的な危機とを一応回避

することのできた昭和31年度末に1つの転機を迎えた。

すなわち，我が国経済の急速な成長発展の動態的な過

程において，産業活動，国民生活と密接なつながりを持

つ森林資源は，たんに造林未済地を解消し得ただけでは

依然として不安定な構造的内容を包蔵しており，しかも

関連産業の伸長を阻害する素因がますます顕在化する傾

向にあった。森林の生産力は，増大する木材需要をまか

なうことができず，現状をもって推移するならば需給の

不轌)衡ほ蚕すます拡大し，資源政策の面からも保全政策

の面からも重大な事態を招来するおそれがあった。

そこで昭和32年に木材の長期需要予測を行い，昭和

70年度に用材2億8千万石の自給態勢を確立すること

を林政の基本的な目標とした。

その具体的な目標達成の方策としてば，

（1）生産力の低い天然林を生産力の高い人工林に転換

して人工造林地の拡大を図る･

,‐

q
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若林？造林政策の遂行

手段として林木育種事業の強力な推進を図ることは，現

下もつとも重要な施策である。

林木の品種改良事業は，昭和27年スエーデンのリン

キストの来日を契機として事業化の機運がたかまり，昭

和29年から国有林で，同30年から一部脅瞳府県にお

いて実施の段階にほ入ったが，予算措溌とあいまって事

業を全国統一的に実施に移したのば昭和32年度からで

ある｡

現在｢‘林木育種事業指針」に基ずき，暫定措置と恒久

措綴の2つを平行して実施している。

すなわち，暫定措置においては，品種改良の立場から

採種に適した林分（1級採種林及び2級採種林）と，採

種に適しない林分（採麓禁止林分）とを調査区分し，林

業種苗法に基ずく母樹林の指定は1級採種林からおこな

い，優良種苗の生産を確保しようとするものである。昭

和33年度末で母樹林は156,371本（内補償を必要と

するもの129,993本）で，採種林の調査と平行して昭

和37年度迄に202,493本（内補償を必要とするもの

161,993本）に拡大する計･画である。

これらの母樹林（叉は採種林）からの毬果の採寂は，

原則的にば者瞳府県の公営により行うこととしている

が，予算的な制約その他もあり採痕可能の毬果は現在の

ところ需要量の50～70%程度で，しかもその採取形態

は純直営が28，委託が5，請負が4，出来高払いが6，

その他が3，合計46となって'いる。

このように公営以外の採砿や，公営自体についてもそ

の形態の複雑さや，さらに豊魁脚策としての種子の備蓄

や需給調整の必要性などを考慮すれば悶題はいろいろと

残されている。最近民有林協力の一環として，種子の国

営採取及び国家管理に対する要望が各方面から出されて

いるが,現在の国有林の組識機溝そのままでは全面的実

施に移行することは困難であるが，将来の課題として検

討すべき事項であろう。

次に恒久措置は，現存林分の中から表現型において成

長，形質の特に優れた個体を「精英樹」として選抜し，

それをもとにして育種事業を推進するいわゆる精英樹選

抜育種事業で，その年次別事業計画は次の通りである。

すなわち，林木育種事業の進捗に伴って第1次事業用

の種苗が供給されるのは，採穂園からは昭和39年を，採

種園からは昭和42年を初年度と｜し，爾後漸増して昭和59

年度以降は造林事業に必要な全量が供給されることにな

る。これにつれて，母樹林からの毬果採坂事業は，昭和

39年度から遂次減少し，昭和59年度以降はその必要性
を失うことになる。

現在全国に7万7千人に達する種苗生産者があるが，

種苗の生産及び流通過穐ま複雑で，優良種苗を確保して

この中で最も重要なものは，やはり民有林に対する助

成措置で，現在補助と融盗の2つが制度として存在して

いるが，保続経営の可能な夫面積の森林所有者で融盗ベ

ースにのりうる者には融賛制度を，またそれ以外の中小

の森林所有者には補助制度を適用している。

しかし，従来から次の点に問題が残されていた。

（1）補助単価が実構に即していない。

②公有林に対する融資制度がない。

（3）現行融資条件は，金利は別としても期間が，5年

据侭，20年償還で造林事業の実態と一致していな

い。

これらの問題が解決されて，はじめて造林に対する投

盗活動が活溌となり，拡大造林の積極的な促進をはかり

得るのであるが，幸にも昭和34年度より造林単価は全

国平均1町歩当り32,845円が35,895円に引上げられ

ることになった。また融資については，従来からあった

農林漁業金融公庫の造林資金5億円のほかに，新らたに

国有林野事業特別会計の昭和33年度剰余金を引当として

融費制度の拡大を図り，従来補助事業によって実施して

いたものの一部を転擁せしめる措置をとることとし，一

般会計（公共事業費）より7億円を同公庫に造林資金と

して出費することになった。

さらに融資条件についても，この1月17日に農林省

と大蔵省との間に次のような了解事項が成立し，これに

基ずき農林漁業金融公庫法の一部を改正することになっ

た。

《
）

●

P

●

鋤
鯵
一
織
割
認

新旧
補非別

利率|鵜|灘
補助|0.06515120

畷
鎚
晦

利率|鵜
0.065115

《
）|－す一万|而弓弓5‐非補助l0･0451

補助

非補助0.045

10

会
社
等

パ
ル
プ 号|~孟|蒜 ｜

喧
一
脂
一
ｍ

’

0451]0
－

065115補助

非補助

一'。市
町
村 二|両弓|弓5
これによりかねてから懸案事項となっていた融資条件

の緩和及び市町村に対する造林融資制度の創設を承るこ

ととなったのはまことによろこばしいことである。

今後の造林政策の遂行上にはたす役割は，大きなもの

が期待されよう。

3．林木育種礎苗）

林木の成長量の増大と品質の改良を図り，木材の自給

体制を早期に確立し，造林事業の企業性を向上せしめる
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1

若 林：造林政策の遂行

4．森林保護

林種転換による拡大造林の積極的な推進や，農林業に

対する膨大な薬剤の投下や，有益鳥獣の減少などによる

自然環境の破壊などの拡大を考慮すれば，ますます造林

政策と平行して森林の保護政策も大きく転換すべき時期

に際会している。

森林にはいろいろの災害がある。

例えば，森林火災や，風害干害雪害のような気象上

の災害や，野うさぎ，野ねず鶉による獣害や，森林病害

虫の被害などがあり，逐年被害額も上昇の傾向にある。

現在この中で，災害補償制度の確立しているものは森

林火災だけで国営保険により運営されている。林業の特

殊性としての生産期間の長期性を考えた場合，今後の造

林事業の推進と林業経営の安定とを図るためには，早急

に森林災害の補償制度を確立しなければならたい。昨年
の11月から造林保護課の中に森林災害対策班を設け，

目下災害統計の整備及び対策についての調査研究を進め

てい為。林業政策の近代化のためにも補償制度を確立し

なければならないが，その方法として森林災害国営保

険，森林災害共済再保険，共済制度，森林火災保険の中

での見舞金制度などいろいろのいきかたが考えられる

が，アメリカの農作物保険制度のように実験的な段階で

発足することも1つの行きかたではなかろうか。

近年各種の森林病害虫などによる森林の被害力轄大し

森林資源の保全上からしても，また増強上からしても重

大な問題となりつつある。もともと森林病害虫などの防

除は，予防と早期発見と早期駆除とが肝要であることは

いうまでもないが,森林病害虫などを予防するために,そ

してまた早期発見や早期駆除の万全を期するためにいか

なる措置がとられているだろうか。現状のように被害が

増大してから発見が行われ，しかも莫大な経費を必要と

するようないきかたは早急に是正し，適期にしかも経済

的に防除し,､森林の被害を未然に防止する必要がある。

これがため森材病害虫に対する発生予察の体系を早急

に整備し，早期発見，早期駆除を行うことによって自然

のままの森林をできるだけ確保していく必要があろう。

発生予察の方法としていろいろ考えられるが，主として

環境条件（特に気象）との関係を逆用する方法，対象害

虫そのものの前のステージの動きの変化により察知する

方法などが平行して進められるべきであろう。ただしそ

の前提としての資料が皆無であるので，昭和34年度よ

り統一せる調査体系を整備し，発生消長と気象条件,害

虫の動き，林地況，天敵などの関係を調査記録し，これ

によって防除の要否，防除適期などを決定するのに必要

な資料を得るとともに発生予察の方法を確立していきた

いと考えている。

林木育種事業実施計画
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暫定措置・

恒久措薗

備考□

図
け

造林事業に対する投資効果をあげるためには，品種系統

区分の確立及び需給の調整を適正ならしめるとともに林

木育種による第1次事業用の種苗の供給開始と相まっ

て，これらの種苗生産者をいかなる体系の中で組識づけ

るかが，これからの問題であろう。

また林木育種事業は，気候，土地などに影響されるこ

とが大きく，かつ長年月を必要とする林木については，

長期にわたって継続的に実施しない限り，その効果は期

待できないので，事業推進の中核となる国の機関（林木

育種場）を設置し，組識的かつ計画的に強力に実施する

必要がある。林木育種場は，国有林野事業特別会計で3

ケ所（北海道，関東，東北）一般会計で2ケ所（関西，

九州）を設立したが，今後の事業運営上国有林野事業特

別会計において一元的運営をなし，あわせて民有林協力

の線より原種を供給することが望ましいので，昭和34年

度以降は国有林野事業特別会計で予算措置を講ずるとと

もに農林省設置法を改正して，林業試験場や林業講習所

と同様林野庁の付属磯関とする予定である。

今後設置を予定している育種区を単位とする精英樹ク

ローンの交換及び次代検定あるいほ新吊種の育成などを

通じて林木育種場と国有林及び者嵯府県の原種苗畑との

結びつきを強化し，林木育種事業の計画的な推進を図っ

ていかねばならない

K’

へ
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若林：造林政策の遂行

査を行っているが，その結果によれば図のように昭和

23年度以降26年度までは急激に増加したが，それ以後

は減少の一途をたどり，昭和32年にほ終戦直後の最悪

な状態にまでなってきた。これに反して森林病害虫寵よ

る森林の被害は鋏状に益為増大の傾向を示しているの

で，今後は森林保護の立場から有益鳥獣の稜極的な保護・

利用を考慮していかなければならない。

5．おわりに

造林政策の遂行のためには，まだまだ改善を要する事

項が多々 ある。今回はふれなかったが，例えば個人営の

造林事業における相続税の問題や法入営の造林郵業にお

ける資産勘定原則の問題は，理論的に朧特別な取扱が困

難であるため依然として造林阻害の因子となっている。

その他土地制度に対する漠然たる心理的不安や造林技術

に対する改良の問題などが残されている。

しかし，徐夜にではあるが，従来からの懸案勤項が1

つ1つ解決されて絶えず前進を続けている。すでに述べ

たように今国会には，農林漁業金融公庫法及び腱林省設

置法の一部改正案が，また造林政策の遂行に必要な各種

予算案も提出される運びとなっているが，今後さらに造

林事業の推進を図るためには問題点の解明を続けていか

ねばならない。これらに関して読者諸擬の御指導をお願

いしてこの稿を終ることにしたい。（終り）

有益ﾉ烏の贈減と惑林害虫によ3被害X駅
訓
瑚
叩
叩
叩
叩
叩
叩
叩
叩
叩

脂
汗
９
８
７
６
５
４
３
２
１
肥23242526272829303132

一
ジ備考：一昭和23年を100とした有益烏の増減を指数で

表わしたもの。
一森林鐵虫による被害面積を表わしたもの。

また戦後急激に悪化した鳥獣事情に対処するため昨年

の4月狩猟法の一部改正が行われた。

これにより有益鳥獣の保謹利用，狩猟の適正化,違反

の防止などを機種的に推進することとなったが，造林事

業の進展に伴い有益鳥獣による森林自体の保護の必要性

が葦すます大きくなって来た。

鳥獣実験場において，昭和23年度より野鳥の塘減認
一
マ

新 書 紹介

つたもので，各樹種の検索も実際家に最も便利な蕊樹

皮などの特徴に重点をおいている従来にない幟敷をもっ
た図鑑である。

写真ばすべて原色であるので素人の忍達たちには一そ

うわかりやすい_上に，花や実のついたものを集めてある

ので，坐右において時々開いて見てもまた楽しいもので

ある。ただ，着色がややあざやかすぎるようにも恩はれ

るが，各櫛霞の特徴は非常によくあらわれているようだ

その上，北村四郎氏が，純然た為分類学者の立場から

補筆しているので，樹木分類を専攻する人にもよい参考
書となるであろう。

私の方の林学の学生は本書を見て，来年からの学生は

ずい分楽にもなるが，これに出ているものを全部記憶さ

せられるとしたら大変だなどと批判している。

とも角，本書は，学生の好参考書であると共に林野

辰都道府県林務課，パルプ会社，林業会社，その他林

業にたづさわる人灸には必携の書であり，けいもうの書

であることに間違いない好著であると信んずる･

（四手井綱英）

原色日本樹木図鑑

岡本省吾箸

北村四鄭補

保育社版1,500円

本書は保育社の原色図鑑24巻中の第19巻である。

岡本省吾氏は林学の入念には広く知られていることと

思う。特に京都大学の林学出身者にとっては一番なづか

しい先生の一人であろう。京大では林学に入った第1年

目に毎週樹木実習で近効の山を引張りまわされ，樹木名

を習い，森林，樹木に対し最初の林学的な目を開いても

らった人だからである。このほか，夏の演習林実習，採

集旅行の指導なども皆岡本氏にやってもらつたはづであ

る。

かくいう私もその一人で学生時代から現在にいたるま

で，樹木分類学については氏の指導をあおぎ，共に旅行

登山を楽しんでいるのである。

本書は氏が最近の2年間に各地を歩いて善心して新し

くとりなをした，樹木の原色写真を元とし，主として林

業家その他の実際家の用に供するために編集解説を行な

《
》
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後の生育のよしあしは立地関係，苗木のよしあし，管理

のいかんにあると考えているためであろう。もちろんそ

れらは非常に影響することは前述の通りであるが，植栽

技術の影響も承のがせないということを是非認識して頂

きたい。科学技術の進歩した今日，昔と変らず補植率の

15％をあたりまえに思い，ただ育種だ肥料だとそれら

にだけ頼り，はなはだしいばあいには育種を口にするこ

とが出来ないと，林学界林業界では時代おくれでもある

かのような錯覚をさえ持っている人がある。錘者は以前

から値付けのことについて，苗木の生理面から，あるい

は純技術面から考えてき，補植率15％を10％に出来

ないか，5％に出来ないかと小さな望を持ち，それに

向って苗木をいじくりまわしてきた。そして15％を

10％に，あるいは5％に出来た時に，植付け技術の進

歩がそこにぶいだすことが出来ないだろうかと。また植

付けた年の生長はよほど植付け技術の進んだ地方で，か

つ土地条件のよい所でないと，植付けた年から旺盛な生

長は期待出来ない。はなはだしいばあいには，植えた年

は育たないものとさえ考えている人がいる。そしてこれ

もあたりまえのことのように思っている。なぜだろう。

これも前述のように，植えた年の生長不振は伐期年数か

ら考えると数十分の一にしかあたら祇いからだろう。こ

こにも造林技術，植栽技術の検討すべき余地があるよう

に思う。かつて筆者が補植率15％を10％にすること

に造林技術の進歩を見出すことが出来ないだろうかとい

ったことに対し，そんなくだらないことに金をかける必

要があるか，枯損を見込んで初めから多く植えればよい

ではないかといわれたことがある。単に補植ということ

だけを考えれば全くその通りである。我奄の仕事が経済

事業である限り，経済を度外視して仕事をすることは出

来ない。ところが実際に植林事業にたずさわっている

と，補植率15％を10％にすることば単に5％分の苗

木代と植付け費用の節約だけでないことがよくわかる。

しかしこのことを十分わかっている人はどれ程あるだろ

う。5％分の費用の節約をおしんで初めから植栽本数を

多く植えるというような植えかたをすれば，おそらく最

後にいって経済的損失は50％，いや100％にもなるか

もしれない。15％の枯損率を10％，5％まで少なくす

る造辨支術は，決して5％だけの造林技術の進歩ではな

いのである6造林技術の再検討に対し声を大にしていう

のはそのためである。

それでは植付けの技術になにか新しい方法でもあるの

かという質問が出ると思う。植付け機械などが出来て，

工程を高める方法などが考えられてきたことは事実であ

る。しかし筆者のいう技術はなにも新しい方法でなく，

昔ながらの鍬と手をもって植付ける造林方法であって，

この方法を再検討して頂きたいというのである。どのよ

うに再検討するか，それは植付け技術は決して育種，施

造林技術の再検討
’
’
’
’
’
’
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
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一 二

三

渡辺資仲

最近林木育種,林地肥培などの問題がとりあげられ,し

かもそれらの問題は拡大造林,林力増強という林業界の

一大使命達成の手段として理論づけられるにいたり，一

層脚光をあびた感じがする。林木育種にしても林地肥培

にしても，それ自体は立派な学問であり技術である。し

かし造林問題のすべてはこれによって解決するものでな

いことはいうまでもない。なおこのほかに最近立地問題

もとりあげられ，それらにより造彬支術はいろいろな角

度から検討されるようになり，掠奪林業から栽培林業に

転換しつつあることがぼっきり感ぜられ誠によろこばし

い｡しかし造林といえばまず第一に，苗木を山に植栽す

ることを意味し，一般の人もそのことを考えているにも

かかわらず，この造林事業の主要部分である植栽の技術

が昔から問題にならないのが不思議である。これはなぜ

だろう｡品種については伐採されるまで問題になるので，

つまり林木の一生を支配する問題であるから重要である

ことば当然である。肥料の問題にしても，肥料の効果が

施与した1，2年間のものであるならば，現在のような

関心は得られないだろう。ところが1，2度の獅巴によ

って伐期を何年短縮出来るということになると，これま

た林木一代に関する問題として，施肥のことが花々しく

坂扱われるのである。立地問題とくに土壌についても林

木の一生を支配する問題であるから，重要なことは申す

霞でもない。ところがそれらにくらべ植栽の時間はあま

りに短く，一・瞬の出来ごととして忘れさられ，また植え

れば必ず活蒲するものと思い，補植するにしても，補植

率を15％も象ておけば十分であると考え，植栽のこと

を問題にする人が少ない。少し大げさにいえば，洋の東

西を問わず植栽のことを研究している人は少ないといっ

ても過言で朧ない。これとても植栽底一時的のものであ

り，植えれば必ずつくと考えているからではあるまい

か。そして植栽時の影響は一時的のものであって，植栽

一

1号

戸一コ

筆者・東京大学教授東大千葉県演習林長
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渡辺：造林技術の再検討
－

申

造林経費合計表（下刈完了一平均幹長2.00m－までの） なるということであり，

そして早く大きくなるた

めの原因として，この表

から考えられることは工

程の差だろう。すなわち

1日に100本しか植えな

いというくらいに丁寧に

植えているということで

ある。この丁寧に植えた

結果として植付けられた

苗木は100％の活着で，

補植を考える必要はなく

なっている。単に補植と

いう点からだけいえば，

そして最初の植付け費用

ということについてだけ

いえば，確に補植を必要

としないくらい丁寧に植

付けたばあいの経賀は

30,000円にもなり，工程

をあげたばあいの植付け

受用は補植経費をいれて

も26,000円でほるかに

少ない。すなわち植付け

と補植の経賓の点だけで

いえば，確に活着率をよ

くするということはマイ

ナスになる。しかし前述

のように，工程のわるい

植付け方法は植栽後の生

長が非常に旺盛で，下刈

は2～3年で完了するこ

場所其他|置峠業種|h｡当経費|元利合計｜備 考
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肥，土壌におとらず大切なことであるというように。 とが出来， 従来のように5年も6年もおこなっていた下

さてここで話をすすめる関係上一例を示そう。刈の経費を非常に節減し，植付け時の諸径費の過大をお

上表は3ケ所の造林地の下刈完了までの経我の合計をぎなって，さらに経費の節減とな為。したがって補植率

示したものである。3カ所の土域条件は演習林の林地と15％を5％あるいは10％少なくするのは，決して単

しては中程度の所でよくもなくわるくもない。ところがに補植費の節減だけの問題ではないということがわかる

おなじような所に植栽したものであるにも拘らず，仲ノと思う。すなわち補植率が15％にもなるような植えか
沢の造林地では3カ年で下刈からぬけて翁り，大窪ではたは，全体の植えかたが粗雑であることを意味し，その
7カ年もかからなければいけない。どうしてこのようなために15％も枯れたのである。補植率5％というの
差が出てくるだろう。この差の出てくる原因となるものはおなじように，全体として吟味して植えられているこ

を表からさがすと,植栽工程に大巾の差のあることに気とを意味しているj15%,5%というのは単に桧損した
がつくだろう。したがって植付費用はそれにともなって苗木だけの問題でなく，全体の苗木の問題なのである。
差が出ている。それから補植のあるなしにも気がつく。であるから補植率を5％あるいは10％少なくするとい
そして早く下刈からぬけるということは結局早く大きくうことは，実に95％，90％の活着している苗木につい
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渡辺：造林技術の再検討

ない｡したがって1本を植えるのに3分をかければ,本当

に庭木でも植えるくらい丁寧に植えられるのである。2

分かけても十分と思う。したがって上に述べた馬鹿丁寧

と思われるくらい丁寧に植え為時間は十分にあるのであ

る。以上によって丁寧さかげんがわかったと思う。なに

もむずかしいことはない。あたりまえのことをあたりま

えにやればそれでよいのである。そんな植えかたではな

にも造林技術の進歩とはいえないでばないかという問題

も出る。もっともなことである，だから造林技術の再検

討といったのであって，造林技術の進歩といえば，その

丁寧さに科学的根拠をあたえ，その根拠によって誰でも

容易に植付けが出来るようになったばあい技術の進歩と
いえるだろう。そしておなじ丁寧さで工稚100本を120

本に，あるいば150本にすることが出来たとき，造林技
術の進歩が融られたといえるだろう。そのためには穴捌

機械も必要だろうし，土かき機も必要になってくるかも
しれない。さらに必要なものが出てくるかもしれない。

しかし何れにしても，植える場所は同一の立地条件の所

でなく，植える苗木がおなじようなものでなく，相手は

生ぎものであるところに画一的に,機械的涯楠付けを鈴
こなうことの出来ない大きな欠点がある。そしてこれら
の欠点を克服して，機械を使わなくとも，手と鍬だけで
も立派に植付けが出来，立派な生育を承るようになった
ばあいには，やっぱり造林技術の進歩といえないだろう
か。立派な品種がつくり出され，あるいは立派な肥料が
出来たとしても，まず苗木を立派に棚付けることも象の
がすことの出来ない大事なことであることを認識して頂
きたい。

ても重大な意味があるのである。すなわち補植率を5％

少なくすることは，造林技術5％以上の進歩になるとい

うことをいったのである。

つぎに丁寧に植えるとはどういうことかといえば，こ

れは昔から造林の教科書に記載されていることを忠実に

実行すればよい。もちろん苗木そのものがわるければ問

題にはならない。植穴を十分に広く掘り，そしてよく耕

し，そこに根を折り曲げないように丁寧に四方に伸して

植付け，よく踏承かため，その上に地表からの蒸発をふ

せぐように落葉その他をかけておく。植える深さは湿地

や重粘土質の所でなければ少し深めに植える。乾燥しや

すい所であれば，苗木の地上部の長さの1/4ぐらい深く
植えた方が活着はもちろんその後の生育がよい。湿地，

重粘土質の所は浅く植えなければならないのは当然であ

るが，重粘土質の所では,土を掘りおこしてもくだけず，

大きい塊りのままでごろごろし，ここに植えると根と土

がよく接触しないので,乾燥のために枯れることが多い。

このような所に対しては今まで述べたような丁寧な植

付けは出来ない。そんな丁寧なことが実際に出来るかと

いう疑問も湧いてくると思う。いま植栽の呉体例を考え
て蕊よう。山が遠いので実際に植栽の出来る時間ば午前

中に2時間，午後3時間しかないとすると，．1日5時間
の実労働時間ということになる。そうすると分になおし

て300分であり，1日100本植えるとして，1本を植え
るのに3分間をかけることが出来る。一口に3分間とい
うが，従来のような植えかたで1本植えるのにどれだけ

時間がかかるかというと30秒から1分ぐらいで,1分半
を植栽にがけるということになると仲盈容易なことでは
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◇すぎ赤枯病の予防には◇土壌害虫駆除剤
特許黄色亜酸化銅粉剤2号を！アルドリン
ー使用法簡便，効果卓抜です一成分塩素化合物を主剤として製造されたもので其

勃ボルドー液に匹敵しますの殺虫成分は
3量反当1回3～6冠，年間8～9回、ヘキサクロロ，ヘキサヒドロ，エンドエキソ’ヂ

メタノナフタレン 95％

其の他関連化合物§法撒粉器でそのまま散布します5％

虐価3旺入1袋320円（着駅渡）本剤はこれら殺虫成分4％含有品です
24斑木箱(3kg×8)1箱2,400円用法及び用量
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◇植物萎凋防止,活着助長剤｜葹瀧鰯雛f愈説蕗y蝋鍍慌筬
犠汗グリンナー響鶴蕊綴る場合にほ随時撒粉議で散布し

不二合成（株）が多年研究し早大応用化学研究室の

鶏f濯怠鷺蕊澱ま支騨賎曇鱗：
衰弱を防止し，活着，生長に卓効があります。
用法本剤を軟水で5～10倍に稀釈し輸送，移植前
或いは旱麓時に噴霧器で苗体に散布します。

効能1．苗木の活力を保持し活着を助けます
2．苗木の遠距離輸送が安全になります
3．皐越時，晩霜時に使用すれば旱霜害が予
防できます
4．殺菌，殺虫剤等農薬を使用後本剤を使用
すれば農薬の効果を永く保持できます

価格18立鍵入1"7,100R(着駅渡）
1.8立810



「林永に肥効が立証されたことは，森林生産力の増進に

希望をあたえ，また森林が肥料工業にとって大きな潜在

市場であると考えさせられる，研究の促進が必要であ

る」との見解に同意し，全米国の森林地域にわたる大規

模な試験が始められたことを注視し，「森林経営者は，

肥効を予測するに足る充分な盗料が与えられるならば，

艇業者と同じように肥料を使うようになるであろう」と

の御意見にも賛意を表します。

2．実用はもう始まっている。

a・藻ｿI睡府米国から導入したテーダマツラデイアー

タマツなどの燐酸による肥培育成に成功し，その材の

一部が現在日本に輸入されている。

b.オランダ日本カラマツの肥培試験で30%の材積

増加を確認して，大規模に肥培造林をはじめた。

c、英国政府30年にわたる日本カラマツ他十数樹種の

試験に結論をえて，特定泥炭地に肥培を実施b

d.東独政府1956年から肥培造林施業を実施。

e、西独政府ポプラなどの早成品種の肥培育成によっ

て森林成長量を年100～200万nl3増加させうると発
表。

どうやら，この分野のオリムピツク競技では，アメリ

カも日本も郷土樹種の肥培で0敗を喫しているようで

す。そして私共は英国林業局長ペレスフオー1卿と独乙

林業協会シユピアー会長が，日本の研究の進展を祝っ
て,わざわざ試験文献を贈って下さったフェアプレイに，

もっと深く教えられていることをお伝えいたします。

ニッボンでは肥培の推進が必要なのです

わが国の林業技術者はこれから40年間に12万km

の林道と，500万haの人工林をつくり，全造林地へ国

家の育成する優良苗木を配るという大仕事をやりとげな

ければならぬのですが，上記の各国の研究成果はこれに

加えて肥培技術を国家的見地から推進しなければならぬ

のではないかと思わせられます。1957年度の政府その

他の統計は次のとおり国民に示されています。
1．少なすぎる森林成長量。

森林面積2464"ha,実に国士の66%

蓄積18億Zn:11このうち11億Xn3が未開発林に生立，

年成長量0．5億In3"平均2.1m3/haでドイツの半数

林種別面積人工林25％,薪炭林46％,天然用材林29％
立木価格，指数で5～265と大差のあることが問題

2．615万haの人工造林地の内訳

幼老令林20年生以下面積50%,80年生以上20%

地利級別収穫時の立木価1,800R/m3以上，内地民有
林面積の77％

地位級別スギ40年換算250m3/ha以上の林地面積が
60％

3．森林をもつと国民の役に立てたい。

林地肥培の推進
について
Q○○

大谷滋

⑦●
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－国際連合FAO林業林産部への手紙一一

×

親愛なるFAO林業林産部長,E-グレシンガー様
春風にのって日本にも緑の週間は訪れ，若きプリンス

のほほえましい御成婚とともに，人の心を新たな希望に

わきたたせ叢す。南から北へ，植林が進められて，やが

て国中は承どりの若葉に埋めつくされることでしょう。

しかし若葉は，この国の若人にほ，必ずしも希望の象

徴ではありません．．…将来の充分な資源と豊かな生活
を約束してはくれないのです……。

肥培技術がこの若人達にどれだけ貢献できるかについ

,て，私共がはじめた，ささやかな研究や実用の状況と，

これからどう進めようとしているかについて，貴部に御
報らせできることを光栄に存じます。

ローマの育林専問委員会が，各国からの肥増資料をあ

つめて，試験方法や用語の標準化などを計画しておられ

ることは，私共の大きな欣ぴとするところで，各国の研

究者と力を併せて解決への鍵を一つづつ開くことができ

ますよう御力添えいただければ幸甚と存じます。

学ぶべき各国の肥培業績

1．研究は肥効を立証している。

世界の各地で,数十年にわたって行われた肥堵育成の
結果や，関連する諸因子の試験研究，土壌の変化や樹木

生理への影響癒どについての約1,000にのぼる貴重な文
献の抄録が，つぎのように訓えて下さったことに私共は
深い敬意と感謝をささげています。

a，樹木は条件により雲ちがいなく肥料に反応をしめす

b.肥培の実行に当っては…条件によって肥効が異っ

て現われるから，関連する諸因子をよくしらべて，期

待しうる肥効の大きさと，採算とを，予測することが
大切である。

c、肥効の讓測には．…育林にかんする各因子の組合せ

や，識事業という織生があるために，まだ蓑だ研究

や推計をつ承あげなければならぬことも少なくない。

米国政府の材地鯉害専潰瘻員会が発表せられている，
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大 谷：林地肥培の推進について

森林収益年平均7,600円/ha(農地18万円集約林12万円）

森林雇傭率2％/総就労数，関連産業を含めると10％

林業所得率3％/国民総所得,一"－12％

4．284億円の輸入材,M3=百万立方米

用材年需要錐45M3,生産量42M3,輸入量3M3

年伐量用材薪材立木計･78M3成長量の156%の過伐

貿易量輸入3M3(284徳円）輸出1.5M3(288億円）

5．40年後の木材不足見込・

需璽{::,;:M:ご湾欝謹懸蹴雪）
供織量61M3(奥地林を開発し人工林を増やしても）

差引不足17M8～64M3(1400億円～5300億円）

6．肥料は余っている。

設侭諺煎助率肥料工業生産能力の58％

肥料濡齢年産480万屯，内需266万屯，輸出190万屯

出血輸出補俄赤字損失の累計は70億円

国土の7割近い森林を持ちながら，成長量が少いため

に，年灸300憶円に上る外貨支払が巽曽して､40年間に

は数兆円になることを知れば，日本の納税者や投票巻達
は，もつと育林の蕊礎艤障や肥培技術の推進が必要であ

ることを痛感することでしょう｡たとえ,このような技術

が，生やしく解決できるものではないと判っても．．…・・

ニッボンの林地肥培の現状

1．研究ほまだ始まったばかり。

人工造林は1400年代から始められ，古くから植付時

にこやしを与えるよう言伝えられている林業地もあり，

また1700年代の麹氷指南書に肥培法が誌され,1800年

代には混縫林に蝿I凹されていますが，科学的な研究が発

表されたのは次のように1900年代からです。

1905年本多勝六林業肥料試験の大要

1923年守屋重政荒廃林と過石の利用

1926年麻生鰯次郎森林と窒素について

1932年芝本武夫尾鷲地方で林地肥培試験を実施

1933年鏑木徳二森林肥料論

1934年水上友二森林姻凹について

1935年中村喪太郎海岸林や荒廃地造林の施肥

1940年長谷川孝三地力増進と森林成長量の増加

芝本武夫は1940年から全国の333カ所のスギ・ヒノ

キ林の土壌を分析して，これを基に肥培の必要性，土壌

の変化過程，林業用肥料の特性，肥培の経済効果などに

ついて発表したことは，英訳文によって御承知のことと

存じます。

大政正隆は，ブナ林その他の森林土壌を，基本土壌型

に分類し，これによって，現在全国的に土壌と林木成長

量との関係が調べられていますから，これからの貴重な

基礎資料になると思われます。

宮崎耐ま1946年から始めた，苗木の養分欠乏試験や

土卿凹料試験などをまとめて，苗木のカラー写真と葉の

色調表を対比して，養分欠乏症状の診断法と，検索表を

発表しています，これはやがて，森林の栄養診断にも大

きく貢献するものと剣待されています。

1950年代には，このほかに，佐藤義夫，武藤憲由に

よる樹木の栄饗生理研究をはじめ，四手井綱英，内田丈

夫,津田耕治，猟隆男，柴田信男，沖永哲一，大山浪

雄，堤利夫，門閉正也，伊藤省吾，中島圭一，井上円

治，原田洸などの研究が発表され，欧文抄録で御高覧済
と存じます。

1956年には林総協が林地肥培の現状と，全国1202既

往肥培林のアンケート調査事例を発表しています。

1957年に農林水産技術会議は，森林土壌の養分保有

鍵葉分析によるjiilEの合理化，林業用肥料などの研究

を，1958年には文部省が佐藤敬二に林鋤巴鑑大政正隆

に森林生産力の研究を承認しています。

林総協は同年i.早期育成林業」を刊行し，この中で塘

隆男，橋本与良，竹原秀雄，松井光藷が基礎遅論や，実

例を国内文献141種，海外戎獄139種のリストをあげて

解説し，また新村輝三，山田昌一，原敬造が，肥料木混

交林業，階段間作林業，混挫林業について現地調査結果

をそれぞれ文献とともに解説してい震す。

同年4月に結成された林地肥培研究会には，31団体と

個人会員700名が加入して，調査や連絡を行い，機関誌

を発行し（5号迄のリスト御参照下さい）技術，調査，

編輯の3専門委員会が各分野で活動中です。

11月に行わ”た現地研究会では日本林業界のパｯｸポ

ｰﾝといわれる，小林準一郎，原耕太，長谷川孝三，中

村賢太郎，中島道郎が，肥培推進の中心者である，田中

紀夫，芝本武尭宮時耐とともに，日没迄熱心に調査せ

られたことは，育林，肥料業界の各代表参加者50名

に，大きな感銘を与えています。

本春の総会には，佐藤敬二の講演や，討論会が行わ

れ，引続き，日本林学会でも肥培に関する幾つかの研究

発表が行われる予定で，白熱する討議が斯待されます。

多くの個人名を御紹介致し萱すのは，各国の研究者と

御協力する，日本のメインスタツブを御記憶いただきた

いとの念願からでございます。

2．試験の現況

柚付時の試賦が本絡的に始められたのは1955年頃か

らで，現在，国立試験場17，府県試験場23，国有林試

験地34，大学や民間試験地約40,合計約104の試験地

でそれぞれの設計にもとづいて厳密に試験されて諸り近

くすべてが集計されて綜合的に検討せられる予定です。

林総協が行った篤林家の1202林地でも,93%の林地

ご巴
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大谷：林地肥培の推進について

d、葉の数や形と色，基準養分含有率

e・環境と成長，気象や立地条件と成長係数

f.土壌と成長，その理化学性との相関係数

g.肥料と成長,肥料別,獅凹方法との相関係数

h・採算と成長，長期施業における基準原価計算

B.林地肥培試験の対象

a・令級別試験，伐採5年前の壮令林から5年毎令級に

b.樹種別，土壌型別，立地条f閉り試験

c・肥料組合せ別，施肥量別，施肥位澄別試験

d.施肥回数連年,2,3,5,7年毎の隔年施肥試験

e・肥培成長材の緒強度試験化学組成分析

f.肥培林分の耐病虫害試験

9.地力維持土壌保全保水作用と肥培施業の影響試験

h.種子増産，挿穂増産，次代検定促進試験

2．綜合研究磯構の確立

政府の林業諮問機関である中央森林審議会や，財界の

代表経団連，林総協などから，政府に対して林地肥培研

究の促進や展示林の設置などについて，強く要望が提出

せられ，首相や閣僚もこれを了承したと伝えられていま

す。

自社両党も林業の近代化，林地の商度利用，森林の科

学的管理を促進するために森林法の改正を考えてい霞

す。このような振興策を現実化するには，今までバラバ

ラに試験や洲査されている，林野庁，林試，科学技術

庁，各府県庁，文部省と各大学，通産省，艇林省と各民

間組識を連絡する審議磯関がまず確立せられ，次に永続

的な専門研究機櫛が設置されて，分担，連絡，綜合計画

に従ってそれぞれの実行機関に充分な技術者が配侭燕成

されて，長期にわたる厳密な研究が実施せられ，資料が

つ承あげられ,普及や実行に移される措薩が望まれます。

3．技術者の夢

科学の進歩には，内外の業積の収集速報や，マイクロ

フイルム複写，翻訳なども大切ですが，上記機離の委嘱

によって，林業試験場の調査室などの組縦が強化され，

貴部や，国際試験機構と緊密な専門的調査綱を張って現

場研究者に直結されることが現実的な夢の一つです。

気象庁でも使っている人工頭脳を，錯雑する育林現象

の諸因子の，記憶，分類，体系立て，印刷配布に駆使し

ようとする若い科学者はいないでしょうか，共通のコー

ドによるテープは，各国語に解読できる筈です。

森林の薙分欠乏診断を，空から葉色基準表や土壌分析

図と対比して行い，また航測写真による施肥区と対照区

の葉色や成長比較をカーラテレピで説明すれば，国民は

費源造成の推進にもつと理解を深め，惜象なくWI:究者に

もあたたかい手を差のべるかも知れません。

おわりに：明年8月の世界林業会議に，育林者の期待

するこの問題が討議されるよう御骨折頂けますならば加

盟国の若人の感謝は貴下に集中されるものと存じます。

（文中各権威者の敬称省略を御許し下さいますよう）

で肥効が認められており，筆者らが行っている内地，北

海道18試験地の初期肥効も90％以上の試験区で肥効

を認めました。国，府県，大学の試験地での肥効も一部

発表せられており，特に川名明や朝日正美の得た初期肥

効値は満足すべきものと思われます。

堤隆男が踏査した群馬のヒノキ林では，植付から16年

間連統肥培して，45年間に無肥区に比して平均樹高161

％,直径218%,材積580%と成長を増進し,ha当りの

肥培差益は122万円を得たという実例や，鹿児島の古賀

明が調べたスギ林では連続肥培で，4年目に年14ms/ha

の成長を示していることば，このような条件の立地では

連続肥培増産が充分に成立することを立証しています。

各研究者の業績は，国際，国内専間誌に発表せられ，

林野庁はカラースライドを作成して知識を弘め，ラジオ

は技術を解説し，また最近小林準一郎は肥培材断面の年

輪をテレビで示して国民の注視を浴びています。

3．本春は5万haの肥培造林

林業用肥料は，森山静記，宮田一郎，井上六蔵などが

研究しており，適量に組合せた完全肥料を固型叉は糊伏

として，2，3の会社から発売され,用途は荒廃地から里

山の経済林に拡がって，使用高は1953年頃から毎年30

％づつ増え，本年は5万ha,1万屯に達す愚見込です，

金森連や林野共済会の普及活動も，大きな推進力となる

でしょう。

研究や立証の進展につれて，森林用に40～60万屯の

肥料が使われると計算する向もありますが，日本の森林

では，立木価格も立地によって大きな開きがあり，肥培

採算の基礎確立が，実用推進の鍵と見られています。

これからの進路

壮令林にたいする肥効が，世界各地から報ぜられるに

つれて日本の現状では，ここに重点を髄くべきであると

の意見も高まっています。各令級の幼壮令林にたいする

試験結果いかんは，さし迫る木材需給にも重大な影響が

あり，肥料工業界もその需要に活目することでしょう。

林木の成長現象の基本条件さえ，まだ判らぬことも多

いということは学界の一致した見解です。

現場で文字通りの森羅万象にブツかり，育林を実際に

おし進めねばならぬ技術責任者には，せめて次のような

業稜が繩めて与えられるならば，サジ湛殺げたくなるよ

うな迷路や難関にも有力な支えとなり，解決への勇気を

ふるい起させるのではないでしょうか。

1．研究の対象

A、まず林木成長の基本条件から

a、樹種や品種と成長，標準樹高，直径成長係数

b.樹種樹令別の養分必要鐘養分循還補給量

c、根系組識と養分吸収溌雛菌根，土壌微生物の関連

一
》

q

《
》
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はじめに

天然果物の採取に終る原始的林業は別として，林業が

土地生産業である以上，艇業のように栽植保育して，よ

り多くの収謹を得ることが要請せられる。造林事業の磯

衰を見るに，その喪還は偶発的のものでなく，その時代

の経済的，技術的事情を背景として消長し，明治以来造

林事業の飛畷的伸張を見ているのは例外なく戦後であっ

て，経済復興と資源培謎は不則不離にあることを物語っ

ている。蓑た日清，日露両戦役後大々的に実行された国

有林の特別経営造林のあとをうけて，自然法則を第一義

とする天然更新の汎行により大幅に造林面積の減少を見

たことなどは特筆に値するものである。

天然更新は気候風土や経喪予算の関係もあって，特定

のもの以外は耐靭の目的どころか，色との問題を残す結

果となったことは申すまでもない。森林国としての意義

は申すまでもなく優位の森林を多く保有するにあるが，

今のところ成長量の多くを期待閥来る人工林は全森林面

積の20%強しかなく，国有林のそれは15%程度の

110万ha余にして,80%以上は低位過熱林分に占めら

れている。

一面木材需要量は増大の一途をたどり，質より量えと

移行し，林業経営方式もこれに対応しての転換が要請さ

れ，国有林としても成長通増大を期待するいわゆる林力

増強計画が立案され今後40年を期して320万ha余の

人工林造成に乗り出すことになった。

造林の成否を決するものは優良種苗を得るか否かにあ

るが，これを得るための苗畑は戦時中他の用に供されて

荒廃に帰したり，農地として開放されるなど見る影もな
かったのであるが，戦後10有余年を経た今日漸く苗畑

らしい姿に立直ったことは喜ばしい限りである。

戦後産業の各部門にわたって磯械化が浸透し，農林業

に請いても謂龍機をはじめ，消毒機城，潅水施設など人

筆者・青森営林局造林課長

力労働の軽減がなされ，土臭い仕事から漸次開放されつ

つある。文化の進展と対応して土臭い労働の漸減は望む

所であるが，土に生きている苗木に対する愛憎が薄らく．

ようであってはならない。農業方面の栽培技術は日新月

歩であるが，これに類似した苗木菱成技術が10年1日の

ごときであってはならないが，どうであろうか。拡大造

林に対処する苗畑の姿はどうあるべきかはそれぞれの事

情もあって即断を許し得ないのであるが，最近の動向や

事例をもとにして愚見を述べ大方の御叱正を仰ぎたい。

1．苗畑の選定と規模

苗畑の選定については，詳述をさけるが，苗畑は優良

苗木を生産し，事業上の便宜を本旨として選定されねば

ならぬ。林力増強計画においても出来る限り経営計画区

を単位に苗木需給圏を確立し，その圏内で調整出来るよ

う規模配置を考え，遠距離輸送を極力排除することと

し，規模の決定幟連年造林面穣を塾礎として算定するの

ほか，経営上必要とする休閑地，付属地妹全育苗面破の

30％，播付床床地割合は50％，床替床床地割合は60％，

その他必要とするものとしている。

苗畑選定上重要な因子は土壌，水利，労働力，地形，

方位，環境など色をあって，軽視出来ないものばかりで

あるが,土壌は肥沃で理学性良好にして，水利よく暖地

では才函，寒冷地では東南面し，谷間や窪地でなく，五

度程度のごく緩斜をなし排水可良，強い常風のない土地

的条件のほか，労力得やすく交通利便にして苗木，所要

物資の運擬費を軽減し管理も容易に出来るようなものが

望ましい。

2．苗畑の区画整理

苗畑は正方形蓑たは長方形で境界はなるべく直線形で

あること力窪ましい。従来はともかく，土地問題に制約

の多い今日においては与えられた土地を合理，効率的に

利用してよりよい経営成果を得ることが強く要請され，

土地利用区分の土台をなす苗畑の区画も要，不要の取捨

選択と将来を見透してなされることが肝要である。

従来の固定苗畑で畑地以外の用に供されるものが必要

以上に存在し，有効に利用されていないものや，苗畑の

環境によるが，必要と思われる防風帯が全然存慨されて

いないものなど要，不要から相当はずれた存在のものが

ある。今後の苗畑の在り方としては土地の高度利用を主

眼とし，技術的に存躍を要するものと用途を充足して余

るものとの区分を明らかにして，余剰の土地には極力優

良草生の培養をなし，防風林のごときも病虫害に関係な

く，しかも落葉が利用出来るものを選定してともに堆肥

の給源を得るよう合理的利用に徹すぁこと力哩ましい。

苗畑の適正鏡漠についての限界は即断を許し得ない所

であるが，小規模苗畑の分散は管理経営上とるべきでな

い。林力増強計画に対応する苗畑整備については諸般の
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条件を勘案して5～|10haを単位として増設するのほか，

既存苗畑に対しても無駄排除を第一義として規模にふさ
わしい土地利用区分，施設の改廃を坂進めている。

苗畑の区画整理に当っては謎苗地を優先し，規模に対

応する道路，防風，水利施設，採草地，建物その他の用

地を用途に応じて合理的に配澄区分する必要がある。事

務所,宿舎,倉庫などは管理上中央部または入口に位置す

るがよく，道路は入口から全区域を縦貫する主道と直角

に交る副道を設け，その他必要に応じて作業用歩道を入

れる。主道は幅員4m,副道は2m程度とし，作業歩道

は消毒機餓を運行させる場合その他で1m程度でよく，

主，副道にそって溝を設け，水利，排水の用に供し，防

風垣も付設するとよい。畑地の区画は道路または水路を

基準にして整然とし，形は正方形またほ南北が多少長い

矩形がよく，区分の大きさは従来25～50アールを普通

としたが，最近の槻戒化に対応するため，環境が許すな

らば0.1～0.2ha程度まで拡大した方が能率的に有効

と思われる。そのほか強い常風また賦寒風のある地方で

は，その方向に保謹効果に似合う防風帯敬地，堆肥材料

入手に困難する地帯では堆肥製造型とか承合せた採草適

地の設定も必要である。苗畑の周囲で囲障を設ける必要

のある場合は生垣または採穂用母樹を利用すると有利で
ある。

以上は苗畑の区画整理というか，地測りの概要で詳述

の余裕をもたないのであるが，苗畑の標準的施設面稜割

合ば畑地70％，防風施設15～20％，道路5％，水路3

％，生垣5％，その他2％程度のようであるが，環境に

よっては採草地も必要とするように一様には参らない。

国有林苗畑として規模大きく総面識65haの当局管内礎

岡営林署煙山鍬Hと中規模の総面稜8.3haの花巻営林
署太田苗畑の施設図を参考のためかかげたのであるが，

これにより要，不要の問題などの御批判が望ましい。

3．苗畑施設整備上考慮を要する問題

苗畑施設整備については，土地をはじめ,建物,機械，

保護施設その他広範にわたり問題が多過ぎる位存在する

のであるが，土地問題の制約を多く受ける昨今では土地

利用の集約化と養苗技術の高度化により成果を得るた

め，または別の角度から見工，何を求め，どれから解決

を進めるかにつじ､て考慮する必要があろう。

‐
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狩野：苗畑の施設整備について

勘案して作業能率の向上と堆肥熟成が円滑に進行するよ

う工夫を重ねている｡何はともあれ,潴般の障害を克服
して養苗成果の向上を期さねばならぬが，まずもって良

質堆肥を多錘に生産施用するため堆肥舎を含む堆肥につ

いての棚り下げを腱先約に取り上げるべきだと考える。

（2）防風施設の蕊備

防風施設に要する面欲は地形，気候に支配されること

が大きく，一概に面穣比率を求めて標準型を規正するこ

とは困難であるが，その在り方が余りに区盈様盈であっ

て，土地利用の集約化の面から見ても成り行きにまかす

ことなく合理的に整備されなくてはならない。全国的に

見ても土地にめく．まれない関東以西と東北地方とでは面

積比率に格段の相違があり，整備の仕方によっては相当

の余裕を生承出し得ることが予想せられる。
一般に防風施設は外周風上に高い林帯を設け，内部は

道路敬を利用して防風生垣を設置するのであるが，防風

林帯の有効幅員の算定をはじめ，これによる陰影の関

係，防風垣の畑地に及ぼす影響などを調査して，土地有

効利用の実をあげるよりよい方法を見出さなくてはなら

ない。防風林補の効果は林縁からの距離に反比例するの

で所要とする樹高，幅員を決定せねばならぬが，それに

も限度があり，一応幅員は樹高の2～3倍が適当とせら

れている。効果のみを追求すれば，所要面積が増大する

結果となるから防風値とか桑合せて算定設湿されること

が望ましい。普通防風林帯の好適樹種としては，ヒノ

キ，ヒバ，サワラ，アカマツ，常緑広葉樹などである

が，落葉を利用する場合も病菌の中間寄主にならぬも

のを選んで成立させる必要がある。

苗畑の防風効果は防風林帯と防風生垣のかみ合せよ

るしきを得て発揮されるのであるが，防風生垣の日陰

が苗木及び畑地に及ぼす影響も甚大なものが見られる

ので，これの設置には周到の注意が必要である。春か

ら夏の間は太陽も高く，気温も高いので問題は少ない

が，秋，冬にわたる畑地の凍上，苗木の東霜害などか

ら保護するため冬季を中心にして考慮する必要が生れ

て来る。前橘営林局原町営林署の山田芳村氏の研究結

果によれば，冬至当日における午前9時に南北生垣が

作った日陰の長さは樹高の1.1倍，太陽が南中する正

午に東西生垣の日陰は1.6倍を示したことを確め，こ

れを基礎にして南北生垣朧道路の東側，東西生垣は作

業道路の南縁に防風用樹を植付け，高さに応ずる日陰

長さを算定して，道路の幅員，溝の幅員を合せて一切

日陰のう､らにおさまるようにしたのである。例えば別

図のように東西道路に高さ1.8mの生垣を作るとすれ

ば，日陰は1．6倍の約2.9mとなるので，防風垣根元

より2.3mの道路と0.3mの溝を設け，それより0.3

（1）堆肥舎の整備

堆肥の効能については論ずるまでもなく，農地にし

ろ，苗畑にしても地力の維持増進上その生命をなすもの

で，いかに多く施用しても他の肥料のように食傷するこ

とがない。しかし何処でも施用量は300貫程度が多くき

わめて少量であるが，各方面の施用試験の結果，少くと

も反当り500～600賞程度の施用が好ましいことになって

いて，従来いかに堆肥が軽視されていたかが分る。その

ため掴巴舎も狭小粗末なものが多い。掴E製造試験の詳

細は省略するが，熟成卿凹が1立方尺当り6貢匁仕上り

の場合，6尺×6尺×5尺堆積とすれば，坪当1,080"

生産となり，反当り500貫施用なれば0.5坪の堆積面積

を要することになる。これに切返しその他の余地を加味

して5割増を見込めば，0.75坪，1町歩当り7.5坪の堆

肥舎を必要とし，林力増強案に示されている菱苗地1町

歩当り10坪の線が妥当な所要坪数と見ることが出来る。

酎､施設整備はまず掴巴舎にありとして推進これ努め

ている次第であるが，その構造についても改善の要が多

分に認められ，さしあたり温度調節に効果ある「ブロッ

ク」による側壁とし,別図のように有効腰高を7尺,軒桁

上の高さを10尺にして小型トラック位は出入り可能なら

しめ,その他必要とする細部篭造については坪数,場所を

今
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狩野：苗畑の施設整備について

主腫の理偲型繊即謹と唯孑総及
共鞠鋤衝凹(jl,,田承図〕

東光蓮の劾合 東鈎錘の泌今

／儲 ／爵
異2斌

寺一一一申今一一＝ 南立9嗣
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ
Ｉ

《
】

r畢一‘■‐‐｡一＝一－－－申‘ロローー一一一

0

一望窯L｣-竺 -選竺証｣－－－雲
＠s a3 α3 α3

2‘I蝿 2．8mL

mの付属地を作ることによって日陰と一致することにな

る。南北道路についても日陰長に対応して作ればよく，

苗畑の区画整理もこれに基いて実行すれば将来共好都合

に取運ぶように思われる。すなわち防風効果が風上4

倍，風下20倍及ぶとする理論の上に立って，防風生垣

の高さとの関連を考えて，区画の大小を想定すればよい

ことになる。防風生垣の高さは手をのばして刈込象手入

れの出来る限度が最もよく，踏台を用いての刈込象手入

れは作業困難の上に倍額程度の経費を要するので，南北

防風生垣は高さ2m前後,東西のそれは1.8m程度が安
全である。

侶）潅水施設その他

苗木の栄養成長を促進し，旱害を防除するために溌水

はきわめて必要であるが，戦前にはほとんどとの設備が

なく，夏季旱天の場合は柄杓でかけるか，さし木床のよ

うに特別のものには畦間に導水する程度であった。戦後

名古屋営林局管内二川苗畑において，それぞれの立地に

応じた設備が完備されるに及んで，各方面にも施設され

るようになった。その施設も日を追うて改善され，益を

軽便なものが生れつつある。

潅水方法を大別すると地上潅水，地下濯水の二つとな
り，な鐙次のように細別される。

地上潅水＝畦間潅水，噴霧状撒水（固定，移動）

地下潅水＝開渠式，閉渠式

最近ややもすると，固定灌水施設の要望が流行を追う

がごとく出るのであるが，灘､経営上どの潅水方式によ

るのが，合理的で育苗上にも有効であるかを研究，念査

の上決定しなければならない。苗畑の面積,地形,水利，

水溌，土壌の組成，降水の配付状態などは計画立案上念

査してかからねばならぬ重要な因子であると思う。

地形や水愛などが許すならば，導水路を設けて畦間毎

に耀水する畦間潅水法が一番簡便で経済的な方法であ
る。

噴霧状撒水方式は床地に一様の潅水が出来るので最も

理想的な方法であるが，多額の施設費を要するので全面

的に本法の採用は困難である。灘Ⅲの実態にてらして工

夫をこらし，なるべく安価な施設法を考案する必要があ

る。地下潅水は暗渠排水用土管に通水し，土壌の毛管力

を利用して地表まで水分を上昇させる方法で最も理想的

であるが，多量の水量を要するので一般向ではない。北
見営林署上常呂苗畑にこれによる立派な施設がなされた
ことを聞いている。

各方面に施設されている噴霧状撤水方式には固定式と

可擬移動式の二様があるが，現在までの所，何れも相当

の施設費を要し，固定式は地下埋管の関係上床地が固定

化するきらいがあり，勢い連作を余儀なくされる場合が

ある。地形，水利条件にめぐまれ，自然流下による水圧

を利用し得るならば最も望ましいことであるが，普通の
場合，地下水を地上貯水槽に鑑水し，それをターピンポ

ンプで送水すると，所々に設けられた立ち上りに導か
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狩 野：苗畑の施設整備について
､

え，土地利用の集約高度化の要が痛感せられる。

機械化の進展に伴い農園芸方面には目立って優秀な耕

転機，動力噴霧装置などが考案導入され，苗畑もその後

塵を排しているのであるが，

9げ

れ，ノーズルによって撒水されるという大掛りの機構で

ある。これの簡易化と経費節減により，より多くの苗畑

に潅水施設の充実を待望してやまなかった所，水のある

最寄地点に移鋤散水出来る簡易なものが，東条元氏の協

力考案によって完成し，昭和31年前橋営林局前橋営林

籍管内苗畑で試用以来好成績を収め，その後も改良に改

良が加えられている。その機購の概要は，貯水池または

水路から高圧ポンプによって吸水，送水撒布するのであ

って，送水管は1インチゴムホースを用い,10m毎に別

図のようなスプリングクーラーを取付ける。苗畑の大き

さによってホースの伸縮をすればよく，写真のように床

の間を順次移動して行けばよい｡使用しないときは別図

のホース巻に巻いて格納して置けばよいのである。

苗畑施設として潅水設備はなるべくに自然力による安

易なものが最も望ましいが，機械力導入にしても極力機

構簡単軽便安価で各苗畑えの拡充を期し，養苗成果の向

上を全面的に期待出来るようにしたいものである。

その他，採草地の整備も全般的に立遅れの観があり，

自然の草生採取にまかすことなく，優良草生に置き換
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笑駿結果について説明すると

（イ）8の角度については90oよりO･になるに従って水の到

達距離は遠くなって行く，この事は反動によって回転す

るので90｡の時が一番早くよく廻るわけで0。になった時

は廻らないが，その代り噴射する時の回転による反動が

ないので一番遠くまで飛奉ことになる。

（ロ）もちろん噴射する圧力を高くする程遠くまで飛ぶ。

（ハ）噴口のひねり方によって角度には関係なく出る過ると到

達距離は(c)が一番であり次に(a)(b)の順となる。
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狩野：苗畑の施設整備について

国土緑化の推進により，回復の一途をたどり，目的の実

をあげつつあることは喜ばしい限りであるが，なお前途

遼遠にして種苗の需給調整の円滑を期するに至っていな

い｡

特に国有林は老令過熱低位林分多く，林力増強早期実

現のため人工林への転換やこれに付帯する諸施策が打出

され，実施段階に入ったのである。このために必要とす

る種苗は限られた苗畑によって供給するほかなく，苗畑

を高度に生かし，経営の合理化と必要とする施設整備を

麟然的に要諦されている。

侭良苗木を生産する母体は何をおいても土の良否にあ

るから，土を離れての施設整備は第一段階としてはとる

べきではなかろう。上述のような意味合いから優先する

問題をとりあげ，経営合理化上必要とする棲械導入に及

んだのであるが，非才にして十分その意をつくし得ず，

種子貯蔵施設その他多くの残された問題もあると思われ

るが,不備の数なお許しいただければ幸甚この上もない。

拓巻営林署太田苗畑における撒水の実況
噴射距離5m,直径10mの範囲に撒水される

すべて腱作本位の櫛造をなし，林業独得の存在は見られ

ない。こうした点についても協力の上新生命を拓かなく

てはならないと思う。

おわりに

荒廃その極に達した林野も，戦後10有余年にわたる
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しかし，ここで考えなければならないことは，スギの

赤枯病を防ぐ・のには，6斗式ボルドー液を年に8，9回

かければよいのだといった安易な気持ちであっては失敗

するということである。敵を知り己を知ることが戦に勝

つ秘訣であるといわれたように，赤枯病を知り，またボ

ルドー液や瞳顎幾の性能を知ること，嶽雪の生態を知り

スギ苗の性質を知ることによって，はじめて防除技術を

正しく使いこなすことができるのである。このことは，

ひとりスギの赤榔甫だけでない。すべての病虫害防除に

共通する根本思想であることは，改めていうまでもな

い。ただ苗畑での薬剤使用が常識となり，次第に病虫害

の発生が少なくなると，却って薬剤散布が安易な形式に

流れるおそれがあり，思いもかけぬような大発生がおこ

らないとは限らないので，特に念をおすのである。

2．薬剤散布について

、スギの茄粘病と呼ばれるものは従来，数種の病気が混

同されていたが今日ではCercosporacryptomeriaeに

よるものに限定されるのが普通である。なぜならば，こ

の菌による赤枯病が最もはげしく，最も普通であり，最

も警戒すべきものだからである。

Cercospora属には多くの種があり，いずれも植物に

寄生して病気を起すばかりでなく，その病原性はいずれ

も強烈である。従ってその防除にはどうしても薬の力を

かりなければならない。

ところで薬剤散布の目的は治療ではなくて，予防にあ

る。すなわち，苗木の表面を薬でおおい，そこへ飛んで

くる菌の胞子が苗木の縦雛内に侵入する前に殺すことに

よって感染をふせぐ・のである。従って，薬剤散布の重点

時期は，胞子が飛びやすい頃をねらうべきで，発病が目

立つ時期で朧ない。戦前の茄粘病防除の失敗の一つは，

時期をえらぶコツを知らなかったことにある。

赤枯病が苗畑で目立つのは主として8～9月頃からで

ある。しかし，感染はすでに6～7月に行われている。

つまり，潜伏期間が長いということである。潜伏期間が

長いということは，林木の病気，特に針葉樹の伝染病の

一つの特長である。マツのハフルイ病なども感染は5～

7月に行われ，発病は数カ月後のようである。

以上のことから，スギの赤佑病に対する薬剤散布の重

点は，6～7月におかれなければならないことがわか

る。しかし，その前に考えなければならないことほ，そ

の年の最初の伝染源となる胞子が，どこで，いつ作られ

るかということである。このことについて，目黒で詳し

くしらべた結果，前年に病気にかかった落ち枝，付近の

スギ（例えば若い生け垣や挿穂用の台木）の上の古い病

斑に，春4月頃，新しい胞子がつくられることがわかっ

た。すなわちこの胞子が第1次感染源になるのである。

そこで，赤枯病に対する薬剤散布は苗木の移植当時か

ら始められなければならないことがわかり，更に発病が
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1．．まえがき

栽培条件に人工が加えられるほど作物に病虫害が発生

しやすくなり，また幼い時代ほど病虫害に対する抵抗力

が弱いというような生物に一般的な原則からいっても，

林木の一生のうち苗畑時代ほど病虫害におびやかされる

時はない。

まだ甘い夢を見ていた戦前の林業でも，ネキリムシや

スギの赤枯病に対しては，その防除に苦心しないでばい

られなかった。それほど菱苗と病虫害とは切り放せない

間柄にあるのである。それにもかかわらず，スギの赤枯

病によって年,々5千万本以上の山出し苗が棄てられてい

たほど，防除技術はお粗末であった。5千万本といえば

苗木代だけでも1．5億円余に上る巨額であり，これに使

った無駄な薬代その他を数えれば2億円をこえる損害で

あったろう。考えて見ると，この時代の苗木作りば一種

の投機であったといえる。

こんな状態は戦後もしばらく統い種いた。5ha以上

もあるスギの苗畑が，見渡す限り赤枯病で真赤になって

いるような惨状は，昭和24，5年頃まで珍らしいもので

はなかった。
F

ところが，最近ではその防除技術は非常に進歩した。

散布するボルドー液は戦前の半分のうすさとなり，回数

もほとんど変らないにもかかわらず，赤枯病で悩む声を

あまり聞かなくなった。今から’0年前，〃スギの養苗

は赤佑病のために見込み‘がない〃とさえいう人もあった

ことを思うと隔世の感さえある。

このようにして，スギの赤枯病を防いだために，年を

苗木代で1．5～2億円，薬剤の節約によって同じく1．5

億円ぐらいの利益をうんでいる。それからすでに7，8

年，もほや20億円以上の利益をもたらしたことになる。

スギ赤枯病防除の研究の悪済効果は，けだしきわめて大
きいものといえよう。

全

り

4

〆

◆

一_

蕊者・林業試験場保謹部長
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性能の高い噴霧機を使うことが，絶対に必要である。

師I嘩業の磯械化と合理化とは大面積経営になるほど

大切である。それは単に人力をはぶくという意味だけで

はない。特に病虫害の場合，一旦大発生をすれば全滅の

危険さえあるのだから，その影響は植栽をまつ広大な造

林地に及び，単に戦木生産者だけの損害にはとどまらな

い。この意味において，苗畑の蜆模に応じた噴霧機の選

択と病虫害の生態にのっとった防除技術の確立につい

て，それぞれの地方において充分検討されなければなら

ない。

（3）小面積鋤1の場合

特に農家の副業として経営される小面積のスギ苗畑を

考えて見る。一般に農家の苗畑は密植であり，睡斗も充

分にきいている。したがって，一般に見かけの生長は良

いが，病虫害の発生に対しては抵抗が弱い条件に育てら

れている。従って薬剤散布は充分に行われなければなら

ない。

しかし，ボルドー液臓簡単なようであるが，調合に多

少手間がかかるので，仕事の合間にチヨットというわけ

にはいかない場合があると考えられる。もつと手軽に散

くことができる薬があれば，戟畑に出る前に薬をかけ

ておくといった気軽な処置がとれるであろう。

そこで考えられるのが粉剤である。いうまでもなく，

濡剤は，戦後急に進歩した幾薬の使用形態である。水が

いらないこと，使い方が楽なことから，調法されるわけ

であるが，スギの赤枯病に対しても粉剤が有効であるな

らば，手持ちの散粉器に粉剤をいれ，苗畑にまくことは

きわめて簡単な操作であるdこのような考え方から，野

原氏は種査な粉剤について試験を行ったが，ほぼ良い成

績を得ている。特に粉剤は朝露が乾かないうちにまけば

一そう展着しやすいから，畑へ出る前の一仕事として大

いに活用してよいであろう。

粉剤の使用は必ずしも小面稜の苗畑に限るものではな

い。薬剤散布を特に短かい時間でやりたい場合，例えば

侮雨の晴れ間などには，粉剤を適当に混用することもよ

い工夫である。

3．環境衛生

病虫害防除というと，100％薬剤散布にたよる気持雁

なり勝である。しかし，病虫害が薬だけで防げると考え

たら大変なまちがいであり，場合によっては却って危険

である。たとえば果樹園などでは多種類’大量の殺虫

剤，殺菌剤を使うが，それにもかかわらず病虫害が絶え

ないばかりでなく，新しい病塁害の発生を促している傾
向がある。その新しい害虫に対して，また新しい薬剤の

散布を追加しなければならないといった，悪循環をさえ

おこしているのである。

多い秋にも第2次，3次の感染をふせぎ，翌年の発生源

をおさえるために適度に薬剤を散く必要があることもわ

かった。

（1）薬を散く回数

赤枯病菌は以上のべたように，春から秋にかけて胞子

をくりかえして作る。主に雨が降った後に，一せいに作

るのである。従って感染の期間肱きわめて長いが，この

間に何回，ボルドー液を散けぱよいか。それは，ボルド

ー液の有効期間が20日前後であることと，各月の気象

を考えてきめて行く。

すなわち6～7月は梅雨期で胞子形成力轆んであり，

一方雨のため薬も落ちやすいから10～15日おきに3～

4回，その他の月は大体20～25日間隔とすると，4～

10月に9～10回散布ということになる。

②職霧機の性能

以上のようにして，薬剤散布の回数と特に重点時期は

わかった。ここでもう一つ注意しなければならないこと

は，臓霧機の性能である。一口に苗畑と､､っても，民間

の狭い苗畑から，国や県で経営する5ha,10haという

大面穣の苗畑もある。

薬剤散布は病原菌が飛び立つ時に先立って行い，苗木

の弱点を薬でおおっておき，どこからでも飛んでこいと

いう体制をととのえることである。

かつて，北関東の某苗畑に赤枯病が大発生をした時，

ふだんの薬剤散布の状態を聞いたが，言葉の上だけでは

そこに欠陥があるとは考え'られない。そこで，術えつけ

の噴霧機を見せてもらい，次のような質問をした。〃こ

の機械でこの苗畑に薬をまくと，全部にかけるのに幾日
かかりますか？〃〃1日0.5haとして,7haですから，

だいたい14，5日，雨でも降ればもつと長くなるでし

ょう〃。

これに問題がある。薬剤散布を月の初めにしても，終

りにしても，言葉の上では月1回である。しかし，その

中には遜鯏を失した散布がある筈である。特に梅雨の頃

などは，階れ間をねらって散布しなければならないとす

ると，できれば1日，長くとも2日間ぐらいで，全部の

苗畑に薬をまかないと無意味な場合がおこってく為と考

えられる。

その時，行を共にした野原氏と噴霧機の織僧について

考えなければならないことを話し合ったものである。こ

の話がきっかけとなって，野原氏の瀞11用ミスI､スプレ

ヤーの考案に発展してきた。この機械の特長は高い濃度

の薬を霧のように小さい粒子にして，早く・広く・満べ

んなく薬をかけることにある。したがって，従来のふつ

うの畷霧機にくらべてその能率は10倍以上にものぼる

から，広い苗畑では，ミスト機と限るわけではないが，

一一h
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このような事実は，まだ林業苗畑では見出されていな

いが，薬剤万能思想に片よりすぎると，この種の弊害が

起らないとは限らなﾙ､。要するに苗木の整成は健全な苗

木をつくることであり，健全な苗木とは伝染性の病虫害

に抵抗力が強く，また寒暑･乾湿といった気象的な悪環

境にもよく耐え，しかも現実的に無病でなければならな

い。従って病虫害防除の根本的思想は苗畑の環境を衛生

的にし，獅巴その他の管理を適当にし，苗木自体を丈夫

に育てることにおかれなければならないのである。そし

てその足らない部分を薬剤で補っていくのである。

以下，苗畑の衛生について述べる。

病気にかかった葉や技，株などを放り出しておけば，

その年はもちろん翌年の伝染源をそこにおくことになる

から，きれいに集めて焼きすてなければならないこと

は，人間の伝染病の汚物処理の場合と同様である。

しかし，環境衛生は単に潜擶汚物処理だけにとどま

らない。病菌や害虫が住みよく，集まり易いような条件

を苗畑の周囲から除いていくようにする。例えば，

○ヒメコガネの幼虫は苗畑で最も警戒すべき害虫だが，

その成虫はクリ・クヌギ・ナラ・クルミなどの広葉樹や

大豆畑に集まって葉を食うので，この様な植物を苗畑の

付近から除くことは，苗畑のネキリムシの棲息数を低め

ることに効果がある。

雑草も同様で，サピヒヨウタンゾウムシやカプラヤガ

の潜伏場所となり，また餌をとる所となり，従って繁植

の場となる。また多犯性の病原菌で，しかも菌核をつく

って防除の困難な菌核病(Sclerofiniaの類)TRhijo-

ctoniaなどにも足場をきずかせることが多いから，苗

畑はもちろん，その周辺，歩道の雑草はきれいにすべき

である。

○鋳病が寄主転換を行うことは誰でも知っている。

マツの養苗にしばしば大害を与える瘤病は，中間寄主で

あるナラ・クヌギ・クリなどが付近に多い場合に起りや

すい。ポプラの鰯病に対してカラマツが中間寄主となり

-マツの葉鋳病に対してはキキョウ科，キク科の植物に中

間寄主があるなどのことは‘専門書を見れば容易に理解

される。従って，苗畑の防風林，生け垣，境界林，付属

林地などについては，これらを考えて樹種を選ばなけれ

ばならない。

同様のことは害虫にもある。トドノネオオワタムシは

ヤチダモ・アオダモなどが中間寄主であるから，これら

の木を近くに植えることは，かえって被害を招くことに

なる。

○生け垣にしばしば苗木と同じ樹種がうえられてい

ることがあるが，これはいうまでもなく危険である。生

け垣にしる防風林にしろ，長年かかって,仕上げるもの

で，簡単に作れるものではない。新しい苗畑，新しく生

け垣をつくる時などは，単なる模倣でなく，その土地，

その地方に適し，養苗の実態及びある程度将来の見通し

をたてて，樹種を選ぶべきである。

苗木と同じ樹種の生け垣がすでにある場合には，生け

垣についても病虫害を観察し，時には薬剤散布を行わね

ばならない。

○排水不良や密植は苗木の生育を不健全にして，病

虫害に対する抵抗力を弱めると同時に，病菌・害虫の繁

植に好都合な条件を与えるので，一般に病虫害が発生し

やすくなる。特に立枯病．灰色カビ病，クモノス病など

の場合にはこの傾向が著しい。従って地下水が高い苗畑

では上床にするとか，早目の間引きなどが必要である。

雪国に多い雪腐病などは，根雪前の薬剤散布だけでな

く，排水溝を設けたり，上床にすることによって，防除

効果をあげることができる。

○施肥が病虫害の発生に密接な関係があることも周

知の通りである。一般に窒素肥料が多く，燐酸,加里が
少ないと苗木は伝染病にかかりやすくなる。またアブラ

ムシなどもつきやすいし，寒さなどにも弱くなる。特に

雪腐病に対する抵抗力は極端に落ちる。立枯病も窒素が

多く燐酸が少ないと発生が多い｡特に火山灰土のように

燐酸が苗木に“又されにくい土では，特に施肥の方法を

考えないと立枯病の発生をおさえることが困難である。

この様な場合，堆肥を多量に与えることはきわめて有効

で，窒素肥料を硫安でなく，石灰チッソにかえることも

効果がある。

○ここで特に付け加えておきたいことほ,最近,農業
で問題になっている線虫（ネマトーダ）の被害である。

林業ではまだ線虫の被害は大きく浮びでていないが，最

近2～3の苗畑で根ぐされ線中の被害が発見された。非

常に警戒すべきものであると筆者は考えているので，注

意を喚起し，苗畑担当者の今後の観察を期待したい。

元来，地下部すなわち根の病虫害はきわめてやっかい

なものである。薬をまいても，土という媒介を通して苗

や虫に働らくために，しばしば思ったような効果があが

らない。そればかりではなく，土の中には，目には見え

ないが非常に複雑な生物の社会があり，これが作物の根

をとりまいて複雑な暮し方をしているのである。その生

物社会の釣合の上に作物の根は安全が保たれ，これが乱

れると色々な被害が発生すると考えられる。

森林という自然Q土壌と謝馳という人工が加わった土

壌とでは，単にその物理・化学的な性質と違いがあるば

かりでなく，士の中の生物相にも著しいちがいがある。

従って，自然の土，開墾されて間もない土，数十年も畑

になっていた土とでは，土壌感染性の病虫害の種類が変

－31－
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っている。線虫の披害が農業で著しくなってきたこと

は，土壌本来の素質にもよるであろうが，人工特に人工

的肥料一さらに追及すればｲ畔肥料の使いすぎ一によっ

て土壌中の生物相に好ましからぬ変化が起ったためと考

えることができる。

この点は苗畑も同じだが，もし苗畑に線虫の被害が現

われないとするならば，それは林木が縦虫に強いからと

もいえるが，決して楽観は許されない。現に長野県の苗

畑でスギ・ヒノキ・カラマツ苗の根で発見され，しかも

それが根腐病を誘発しているらしいと観察されている事

実は，明らかに線虫が単に農業だけの問題ではないこと

を物語っている。この問題については，いつか稿を改め

て書いて見たいが，線虫の被害防除の対策として，郷巴

を充分に使うことがよいといわれていることを，一応念

頭においていただきたい。

肥料が苗木の健康，特に積随的な健康保持にきわめて

密接な関係があることは，苗畑の病虫害防除に薬が絶対

に必要であることと同様に大切なことである。

4．おわりに

以上，灘mの保健衛生について一般的な考え方を述べ

た。主に識古病を例にひいてのべ，その他の病虫害の一

つ一つについてほとんどふれなかったが，これらは専門

の本，防疫ニュースなどを参考してほしい。

一

〆

紹 介 中村貞成

FAOの新任・林業林産部長

EGoNGLEsINGER氏の横顔

2月号本棚で御紹介したように，今年1月からFAO

の林業林産部長に就任したエゴン・グレシンカー氏は，

「来るべき木材時代」1953年・林総協訳刊の原著者とし

て，日本の林業人に知られた人である。彼は1907年生

れのチエツコスロバキヤ出身で，4代にわたる木材業の

家柄の子として，森林と木材の還境の中に育ち，1933年

には26才の若さでCIB(国際森林委員会）の事務局

長に就任して，民間林業人出身者の国際林業人としての
経歴の第1歩を踏承出した。

上記のような遼境に育った彼は，国際経済問題と林

業・林産物に関する諸問題の研究に早くから着手して，

ジュネーブの国際問題研究所の大学院政治学科に学位論

文「ヨーロッパの木材問題」を提出し，卓越した見識を

認められたのであった。第2次大戦後1946年FAOが

CIBの機能を引継ぎ，さらに国際連合の食溌艇林水産担

当の専門機関として，世界平和確立に尽力するに至って

は，前部長ルルー氏を援け副部長の要職にあった。彼は

FAO本部のあるローマとECE(欧州経済委員会）の中

心ジュネーブとをまたにかけて，主として林業経済問題

を担当しつつ，世界林業の進むべき道についてFAOの

役割を活発に処理したのである。

1937年以降戦雲おだやかならぬ欧州で，ナチスの陰謀

と闘いながら自己の理想を目指して世界に訴えたのが

「来るべき木材時代」(1949年原著）にもられた林業の

指針であり，1943年の出版企画の当時から，時代の推移

に伴い，技術的にはとかくの批判ばあろうが，彼がナチ

スの林業技術の卓越した見解を認めながらも，その政略

的陰謀に対しては，人類の敵として心からの僧し象を抱

いている。筆者は1953年に,FAO本部で約5カ月間彼

と同じ職場で働き，親しく国際林業人としての苦心談を

聞く機会を得たが，ことナチス林業政策の戦力化に及ぶ

と，顔面を紅潮させて熱弁をもって林業技術の平和文化

のための普及・発展を力説するのであった。

1937年から1946年の間賦彼の最大試練の時代であっ

て，1941年にはアメリカに移り，彼自身の身を態るたあ

にも闘わなければならなかったのである。

日本ではちょっと想像もつかない国際間のかけ引き，

陰謀にもまれて，彼自身の人柄に磨きもかけられたよう

である。FAOの部長級の要職も，その選出には国際問

題であるだけに日本の政党総裁以上に被雑さがある由で

ある。各国の官界出身の大臣級幹部と50カ国以上の国

籍の技術職員を擁し，彼なりの理念をどう具現して，加

盟国70カ国の麦援を受けつつその職黄を完うするか，

百戦練磨の彼にしても決して容易なこととは云えない。

老政官の多いFAO本部で,50才そこそこの壮士的存

在の彼が，気迫と過去の経歴を活かして，新し･い活力を

彼の理想とする林業・林産部門に注入することを大いに

期待したい。

冬

寺

＝

ｰ
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西ドイツ連邦は1957年9月，つぎの新林業種苗法を

公布し，1934年以来実施し来つた林業種苗法である所謂

林木断種法(ForStlichesArtgeSetz)を廃止した。同

時に1958年1月にはその第1次施行細則を出した。以

下新林業種街法の全文と施行細則の要点をあげ，あわせ

てこれに対する同国の2．3の識者の解説と批判とを紺

介する。

本稿のために法文入手の手数を煩わしたドイツ・ミュ

ンヘン大学のProfessorE.RoIIMEDER教授及び

ForstmeisterA.ScH6NBoRN助手に御礼を申上げる。

烹た法文の訳出は拙く訳語などに適切を欠くものも多い

と考えます，読者諸氏の御寛恕御批正を願う。

西ドイ､ソ連邦林業種苗法
(GesetzfiberforstlichesSaat-1ind

PHanzgut):》

西ドイツ連邦衆議院(Bundestag)ほ参議院(Bun-

desrat)の協賛にもとづき，次の法律を制定した。

第1条（1）森林の成長能力を維持し，また木材生産

を増進するために，第2条に掲げる樹種及び属の種苗

（林業用種街）はこの法律庭もとづき生産され，売買さ

れ，また移動されねばならない。

（2）この法律では，

1．種子とは林業に供する毬果・果実及び種子をい

う。

2．苗木とは林業に供する根条・接穂・挿穂・根苗か

ら，また種子から育てられた苗をいう。天然生苗もこれ

にふくまれる。

3．有性繁殖材料とは種子及びこれから育てられた苗

ならびに天然生苗をいう。

4．無性繁殖材料とは林業に供する根条・接穂・挿

穂・根苗及びこれから育てられた植物をいう。

侭）この法律は第8条・第15条(1)の3．第16．第17

条の例外をもって，木材生産に重要でない苗木には適用

されない。

第2条この法律はつぎの樹種と属に適用される。

A腕es""a-Weisstanne(ヨーロッパモミ),4恥祁s

議議

二三

gZ""0sα顎oterle(アカハンノキ),Be"I@,""z(z

-Sandbirke(カバの1種),Be"Z""besce"3-

Moorbirke(カバの1"),F"g"ssj'I""i"-Rot.

buche(ヨーロッバブナ),L""d""#a-Europai-

scheLirche(ヨーロッパカラマツ),*Lαγ"/幼"Igpis

-JapaniScheLfirche(日本カラーマツ),Pice(zA6ies-

Fichte(ヨーロッパトウヒ),*Pice'zs"che"sfs-

Sitka-fichte(シトカトウヒ),:':P""sS"ob"S一Wey-

mouthkiefer(ストロープマツ),P"4ssyZ"es"is-

Kiefer(ヨー戸ツパアカマツ),P"""sL.-Pappel

(ポプラ－類),*Pse"ofs74gat"姉"a-DouglaSie

(ダグラズプァー),*Q""c"sb"eα"s-Roteiche(>･

ラの1"),Q""c"s'e""a-Trallbeneiche(ナラの

1種),Q""c"s"伽γ一Stieleiche(ナラの1種)。、

第3条（1）有性繁殖材料は養苗のために認定されて

いる森林区域・林分または孤立木からのものと保証され

ており，且第8条に抵触しないときに，生産・売買・移

動に供しうる。

②無性繁殖材科も同じく菱苗のために認定された親

木からであることが保証され，且第8条に抵触しないと

きにの糸，売買・移動に供しうる。

侭）この法律に該当する林分とは1種または多種・多

属の同令林叉は異令林を指す。

（4）この法律淀該当する森林区域とは認定に際し，均

一性によって1単位として取扱われる林分の総称であ
ｰ

毎．

第4条（1）1樹種または1属の種苗の生産には在来

系統であるか或いは産地における苗の品質が適当だと思

われ，不利な遺伝的特性力認められないときにの象，森

林区域．林分.孤立木及び親木(Ausgangspaanzen)

が認定される。

②ヨーロッパアカマツ・ヨー戸ツパカラマツ及びア

カハンノキについては林分・孤立木及び親木の承を認定

する。

（8）食細艇林大臣2'(BundesministerffirErnah-

rung,LandwirtschaftundForsten)は参議院の協

＊筆者・東京大学農学部森林植物学教室

1)Bundesgesetzblatt,1957,Tei11,Nr、52､;s.1388～1392(Bonn,28,Sept.1957)
学名に＊印を付した樹種は導入樹瓢である，その他は郷土樹種である。
2）以下すべて大臣と記す。
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賛によって，施行細則(Rechtsverordnung)を通じ，

第1条の枠内で認定のための仮指定をより調mに規定す
る。

（4）大臣は参議院の協賛紅よって施行細則を通じ，生

育区域と天然分布とを考慮して各樹種及び各属のための
産地区域の区分を指示決定する。大臣は更に高度帯によ

る産地区域を区分指示ﾂー べきである。

第5条（1）認定にあたっては他の物的権利または人

的権利による所有権に基き，林分または樹木を所有する

者の申請により，または国法による所属官庁（認定所一

Anerkennungsstelle)を通じて，職権により決定され

る。認定所臓認罐に際し規程を作ることができる。

（即認達の指針遂行の審議には各州で専門委員会を設

ける。専門委員会は少くとも3人の委員で織成される。

委員は林木遺伝学または立地的品種試験の専門知識を持

っていなければならない。専門委員会の瀧成と召集は州

の最高官庁が規定する。

（3）認定に不備があるかまたは鯏餓の条件解具備せら
れた場合に侭解除する。

第6条国法による所属官庁は認定森林区域・林分・

孤立木を認定登録簿にのせ，また（認定）親木は育種材

料登録簿にのせる。これらの登録簿の閲艤は各人に自由
に許される。

第7条（1）認定された森林区域・林分・孤立木及び

親木からの毬果・果実・種子・天然生苗・根条・接穂・

挿穂・根苗はこれらの生産地及び種苗の数量･重量蓑た

は容積による量が許可証3)(Begleitschein)に書かれて

いるときにの承生産地より発送され，また第1の特定地

点へ移動される。種苗には森林所有者または樹木所有者

または採取業者の属する検査所(Sammelstelle)で許

可証が貼付されたときにの承移動される。

②許可証は森林所有者またほ樹木所有者また嫁専門

委員会が発行する。発行者は国法による所属官庁に即時
許可証の写しを送らねばならない。

（3）大臣は参調箆の協健による施行細則により許可証
の形式を定めることができる｡。

（4）政府は国法を以ってつぎの事柄を定めることがで
きる。

1．すべての或い朧単一樹種または属の種苗は収穫後

に森林または樹木所有者または採取業者の属する検査所
を通じて移動すべきこと。

2．すべての或いは単一樹種茨たは属の種苗につける

許可証は森林または樹木所有者に代って官庁によっても
実行されうる。

3．装飾用毬果(Zierzapfen)は毎年定められた時期

までに癖反されねばならない。

4．種苗は森林または樹木所有者または採取業者の監

督のもとにのゑ収穫されねばならない。

第8条(1)この法律の適用外で収砿され，鈎戊され

た種苗は使用してはならない。輸入された樹種及びそれ

から麹茂された苗は売買してはなら厳い･

②大臣はつぎの場合に例外を認めることができる。
1．国際間の協約実施のとき。

2．森林の生産能力と木材生産が価堕されないとき。

（3）大臣はつぎの場合に(1)の例外を認めることがで
きる。

1．苗木が木凋生産に明らかに役立たないと認めたと
き。

2．(2)の2の場合，日本カラマツ・シトカトウヒ・

ダグラスファー及びナラのうちRoteiche｡

‘）例外の認定は別に錨塁で定められる。

（5）栽培植物の僻塑についての規程はここでは触れな
い。

第9条取引される種苗の貯蔵と養苗に際して，1．

樹種別に，2．産地別に，導入された種苗では造林地域

別に，3．大凡その高度帯別に，4．ポプラー種子は種類
別に，5．無性繁殖材料は親木別に，6．毬果・果実・種

子は収穫年別に-弓一分けて取扱われる。種苗にはそれぞ
れ表示標をつける。

第10条（1）穂子は封じた包装での象取引されねば

ならない。貨車殻は封じた包装と見倣す。

（2）移動売買に供される種子の包装ば，1．樹種1産

地または1造林地，1高度地議1収磁年の種子別に，

またポプラーについては1品種づつの承包装されねばな

らない。

（3）前節②の事項は苗木:こついても適用される。種

なの樹種，種々 の産地または造林地の，または種々 の高

度帯の苗木一一及び種々 の親木に基づく無性繁殖材料に

おいて，包装以外で取扱われるときも，また区別標によ

って判るように別々に取扱わなければならない。

仏）移動売買される種苗の包装につけて，またはその

中渥，1．樹種，2．重量，3．産地または造林地，4．大

凡その高度帯，5．毬果・果実及び種子には収穫年を，

6．ポプラーの種子でば品種が記載されねばならない。

梱包（？）（Bmdel）はこの項では包裟としてば認め

られない。

（5）苗木が梱包されているかまたは荷造りされていな

いときは(4)にあげられた記載事項が商品につけられ，

商品とともに渡されるか，または付莞を付さねばならな
い。

一

ひ

一
「

3）保証票とするのが適当か？
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を要求する権限を有する。

側通告の要求と通告義務に関して第4条(2)及び第

6条の例外を細則によって規定出来る。

第14条施行細則の公布の権限を全部または一部，

大臣から施行細則を通じて州政府へ，州政府から州最高

所属官庁へ移すことができる。この大臣の施行細則は参

識院の協賛を必要としない。

第15条（1）故意にまたは不慮につぎのことをなし

たる者は不法として取扱われる。

1．第3条(1)及び②に反して，認定されている森

林区域・孤立木または親木からのものと証明されていな

い種苗を売却・移動した者。

2．第7条(1)(2)に反dして種苗を生産地または検査所

から許可証なしで移動したり，許可証に不法なまたは不

充分な記載をしたり，または許可証の写しを当該官庁に

直ちに提出しない者。

3．第8条に反して種苗を導入したり売却・移動した
者。

4．貯蔵または養苗に際し種苗を第9条に基いて区分

しない者，及び表示標をつけない者｡

5．第10条(1)に反して種子を包装せずに取引する

者。

6．第10条②(3)に反して種苗を混ぜたり，童たほ

取引に際して充分な区分をしない者。

7．第10条(4)重たは(5)によってすすめられた書

式なしで種苗を坂引する者。

8．第11条(1)による届出に違反する者。

9．禁止が確実となっても第11条性)による禁止に

反して種苗業をつづける者。

10．事業主として対照簿の，または第12条(1)に基

く相当資料の，秩序正しい遂行の義務に違反する者。

11．第13条に基く通告を容れぬか，不完全または不

法に行動する者。

12．認定されていない森林区域または林分から，ま

､たは認定されていない孤立木または親木に韮く種苗で第

20条(3)の後段で規定された記載（証明）なしで種苗を

取引に供する者。

（2）更にこの法律に基いて公布された施行細則の一つ

に故意にまたは不注意に違反した者，または第8条(4)

による例外の認定に結びついた規定を故意にまたは不注

意に腫行しない者ば，規定(Rechtsvorschrift)または

例外の認定がこの法律の罰金規定に明確に指示されてい

ない限り違反者として取扱われる。

第16条第15条の主旨に基いて緬金が経営者に課
せられるときは所有者または漏導者に対して，または事

業所肖者が法人または財団法人(Personengesellschaft

第11条（1）林業種苗業者は事業の開始と終了を1

カ月以内に国法に基く所属官庁に届出ねばならない。

1957年10月にはすでにそれらに関する業務が始められ，

1957年12月31日までに届出ねばならない。

（2）この法律に該当する林業種苗業者とは種苗を営業
とするか，または他の業者の下請をする業者である。

（3）林業種苗業者が種子業の下請け仕事か，または苗
木を所有する限り，国法に基く所属官庁で下請または薙
苗についての正規の充分な技術的設備を持っているか否
かについて検査をうけねばならない。なお用地及び事務

所への立入りを許さねばならない。基本法第13条の基
本権はこの限りでは制限を受ける。

側国法に基く所属官庁は林業種苗業の継続をつぎの
場合に禁止することができる。

1．充分な技術施設一一前節(3)を備えていないか，

または．

2．事業の運営の責任者が許可されていないか，また

は必要な専門的知識または経験を持っていない場合。
この条項が充たされたときは禁止は解かれる。

第12条（1）林薬種苗業者はすべての手持数簸・種

苗の入荷鐙.数量の褒動及び出荷量の対照簿(Kontroll-
biicher)を整備し，または整理させねばならない。こ

れに関する規定は特別には定めない。国法に基く所属官
庁は認められた特別の場合には対照簿の代りに他のこれ

に代る資料で代替できる。

（2）大臣は参議院の協賛を経た施行細則により対照簿

の形式を規定することができる。

（3）この法律によって規定される林業種苗の取引朧督

が有効な管理のもとに行われていないとき，大臣は参議

院の協賛を経た施行細則によって，特定樹種主たは各種
または各属の樹木に対して定つた形式で国法に基く所属
官庁に，林業種苗業者が種苗の生産・所有・受入・数避
変化・移出を報告すべきことを定めることができる。こ
の通告はこの法律の実施についての象使用されねばなら

ない。

第13条（1）大臣及びｿI'暖高所属官庁は1923年6
月13日の通告義務に関する細則に基く通告権限を有す

る官庁である。

（2）大臣及び州政府は施行細則によって，この法律の
実施とそれに加えて布告された実施要綱によって委任さ
れた他の官庁も通告義務の細則第1節の主旨にある通告

権限を有する官庁たらしめるよう定めることができる。
この大臣の施行細則は参議院の協賛を必要としない。

（3）前節(1)及び(2)に掲げられた官庁はまた林業種
苗染に関して常に生産・作業・養苗及びその中止の通告

－

亜
芭

－
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desHandelsrechts)である場合は所有者または指導者
または法的代表盗絡者が監鐸務を故意にまたは不注意

に違反したとき，これに対して緬金が課せられる。

第17条（1）違反が故意になされているときは10,000

マルク以下の，薑たこれが不注意になされているときば
2,000マルク以下の罰金が課せられる。

②第15条(1)1～3に違反した者の場合肱2カ年で
時効となる。同様に前段の違反が第16条に該当する場
合にも同じく時効を生ずる。

（鋤第15条(1)1，3，4または6に基いて罰金に処
せられることに該当する種子または苗木は没収される。

健反に関する法律の第18条例と第19条乃至第26条
が該当する)。

第18条1957年10月1日以前に林業種苗法（林木
断種法）に基いて言及された認定(Anerkennung)は
この法律に基く認定として有効である。

第19条この法律は1952年1月4日の第3次移行
期法律(tjberleiStungsgesetz)第13条(1)に基いて
ベルリン州でも有効である。この法律に基いて布告され
る施行細則は第3次移御靭法律に基いてベルリン州でも
有効である。

第20条（1）細則の公布の雪壬を含むこの法律の指
令はこの法律の告示の日4'に有効になる。つぎの(2)か
ら⑤までが他の何ものからも制約されないかぎり1957
年10月1日に有効になる。

②第1条(1)，第3条(1)(2)，第7条(1)(2)，第8
条，第10条，第12条及び第15条(1)1,2,3,5,6,
7及び10は日本カラマツ・シトカトウヒ・スI､'ゴーブ

マツ・ポプラー・ナラの1種(Roteiche)においては

種子・根条・鍔漁・揖穂・根苗及び天縦生苗については
1958年10月1日より，他の苗木についてば1962年10
月1日より有効となる。

（8）第1条.(1)，第3条(1)②’第10条&)⑤'第
15条(1)1，7ば前節(2)に示した時まで認定されていな
い孤立沐または親木にもとづかず，また1957年10月
1日に既に取引されているヨーロッパモミ・2種のカバ
(Sandbirke及びMoorbirke),ヨーロッパプナ・ヨー

wコツバトウヒ・変.グラスフア－．2種のナラ(Traube-

neiche及びStieleiche)の種苗には適用されない。こ

れらの種苗が売買・移動されるときは収痩者に対して未
認定森林区域または稲>－，または未認定孤立木または親
木に由来じていないことが碓認記戦されなくてはならな
い。

（4）1957年10月1日に取引されているか，1958年

10月1日以後に始めて取引されるアカハンノキ・ヨーロ

ッパカラマツ・ヨーロツバアカマツ・ヨーロツノ<モミ。

2種のカバ(Sandbirke及びMoOrbirke),ヨーロツ

パプナ，ヨー戸ツバI､ウヒ，ダグラスプァー，2種のナ

ラ(Traubeneiche及びStieleiche)の種子・根条・

鍔撒・擶慰・根苗及び天然生苗は，なお1962年10月1

日以後に始めて取引される他の職腫については師術(8)

に関係なく産地及び大凡その高度区分（第10条側(5)）

の記載が必要である。

（5）第8条及び第15条(1)3は移f調の終りからザ

ール地方で，1956年10月27日のザール問題規定に対

する西ドイツ巡郵及びフランス国間の条約第3項に基い
て有効となる。

（6）1957年10月1日につぎの法律は無効となる。

1．1934年12月13日付材嬢種苗法（林木脈重法）

2．1938年11月22日付第3次同法施行細則．

3．1940年6月3日付第4次同上

4．1941年12月23日付第5次同上

5．1938年11月22日付第1次同法規定

1957年9月25日

大統領。官房長官・食糊艇林大臣（各署名）

西ドイツ連邦林業種苗法第一次

施行細則の要録

林業種苗法第4条(1)及び第7条(8)に基いて参議院
の協賛に基き，つぎの事項が規定された。

第1条ヨー'目'ツパモミ・アカハンノキ・2種のカバ
(Sandbirke及びMoorbirke)･ヨー戸ツパプナ・ヨー

ロッパカラマツ・日本カラマツ・ヨーロッパトゥヒ・シ

1､カトウヒ・ストローブマツ・ヨーロッパアヵマッ・ダ

グラスファ－．3種のナラ(Roteiche!Traubeneiche
及びStieleiche)及びポブラー類は附録1(後記）にお
いて詳細に産地区分が作られている。それらは高度上の
位繊票準によっても区分される。

第2条林業種苗法第7条による許可証は附録2（後
記）によって明白な記戦形式を取る。

第3条1952年1月4日の第3次移行期法律によっ
て，また林業種苗法第19条と関連してこの細則はベル
リン州でも有効である。

第4条この細則は公布後直ちに，第2条は1958年
4月1日に有効となる。

1958年1月30日食細艇林大臣代理（署名）

附録11．ヨーロツパモミの13森林区域と山岳区
域では900mを境とし2高腱区分。2.アカハンノキ

の12森林区域と山岳区域では高度300m以下,300~

600m,600m以上による3高度区分。3.カバの1

一

『
、

＝

4）1957年9月26日
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畑野：西ドイツ連判噺林業種苗法・同施行細則

即ち，（1）この法律は生産取引される林業用種苗に

のゑ適用されていること（第1条)。（2）造林用主要

16樹種に限ったこと（第2条)。（3）旧法と同じく認

E(Anerkennung)材料より種苗が生産されること(第

3条)。また森林区域に高度帯区分がつけ加えられてい

ること（第4条(4))。（4）許可証（第7条)・包装記

載（第9．10条）の意義。（5）種苗の取扱い嫁州の区

分と一致していない森林区域について行われているので

－この点注意すべきこと。（6）充分な技術施設（第

11条侭)）とは近代的施設を指しているのではなく，種

子を調製し，苗木を養成する附属施設で充分であるこ

と。（7）種苗の輸入禁止（第8条）の2つの例外の強

調。（8）認定は旧法と一致。（9）施行細則には今

日進行している採種園などの規憲には触れていないこと

などである。

"(Sandbirke)の5森林区域と2と同じ3高度区分。

4．カバの1種(Moorbirke)の3森林区域と3と同じ

3高度区分。5．ヨーロツパプナの16森林区域と4

と同じ3高度区分または区域により700mを境とする

または900mを境とする2高度区分。6.ヨーロッパ

カラマツの2森林区域即ちアルプス地方とその他とに分

ち，前渚では900m以下,900～1,300m,1,300m以

上の3高度区分，鋒昔では300m､300～600m,600m

以上の3高度区分◎7．日本カラマツの100m以下，

100～300m,300～600m,600m以上の4高度区分。

(森林区域の区分なし)。8．ヨーロッパモミの16森林

区域と殆んど全区域別に2～3高度区分。9．シトカ

1､ウヒの2森林区域。（高度区分なし)。10．ストロー

プマツの300m以下>300～600m,600m以上の3高

庇区分。（森林区域の区分なし)。11．ヨーロッパアカ

マツの27森林区域と特別の区域における2高度区分。

12．ポプラ一類（記載なし)。13．ダケラスフアーの

300m以下b300～700m,700m以上の3高度区分。

(森林区域の区分なし)。14．ナラの1種(Roteiche)

(記載なし)。15．ナラの1種(Traubeneiche)の12

森林区域と300mを境とし2高度区分。16.ナラの

1"(Stieleiche)の8森林区域と15と同じ2高腱区

分が詳細に明示されている。

附録2（許可証様式）用紙の大きさを揖透して，つ

ぎの事項の記載棚力観定されている。許可証零号ととも

に1．地名，2．産地区域3．高度区分，4．

森林区域・材扮-．孤立木また憾親木，’5．職睡名また

は属名，6．種苗の種類，7．量･(本数または重堂・

容鐘)，8．燕休または樹木所有者名，9．発送個所

(生産地または検査所)，10．第1の送付宛先，及び公

印捺印棚と日付及び署名棚がある。

西ドイツ連邦林業種苗法の

解説と批判

第1に法律起草者側として食糧幾林省のReg.-Direk-
torW.ERNsT扇》氏のこの法律の解説を紹介する。氏は

この新林業種苗法を旧法である所謂林木断種法と比鮫し

てつぎの点をその特徴として指摘した。

一

夕

一

つぎに，ハンブルグ大学のDr,W.LANGNERG)博士

は旧法と新法律とを比較したのち，林分その他の認定を

長潮にわたって育種学的に試験するには採種園の設置及

び交配木として孤立木を利用する以外に方法がないとし

て，ヨーロッパアカマツを例にとって説明している。更

に第3条仏)の概念の中では均一林分中でも･プラス木の

認篭が進められることが望ましい。また例えばカラマツ

林分では，コプ病に擢っていない所謂対病性木を選び出

すことが必喪となる。林木遺伝学で近親木の交配による

i次代植物が遺伝的に劣るということが知られているか
ら，採種園で同一クローンまたは同一地域林木の交配が

行われつづければ，勢は弱まってゆき，将来対病性が低

下する危'険がある。この点，無性繁殖材料の認定には特

に注意が必要であるから，ポプラーの熟ならずその他の

樹種腫も細則を肱大すべき必要が生ずるだろうとのべて

いる。最後にポプラーについては‘‘ポプラー証漂'''形

式にのっとって表現型の判定がなさるべきであるとのべ

ている。

夢

侭

－
抑

蓑た，ミュンヘン大学のProfessorE.RoHMEDER8j

教授妹旧洪と新法律を比較してつぎの特徴を指摘してい

る。即ち

5)ERNsT,W.:DasneueGesetziiberforstlichesSaat-undPaanzgut;AII9.Forstzeitschrift,12-
40/41,457～460(1957).

6)LANGNER,W.:ZurAnerkennungforstlichenSaaf-undPHanzgutesnachErlassdesGesetzesvon
25.Septemberl957;Allg.Forstzeitschrift,12-45,524～526(1957).

7)HEsMER,H.:DasPappelbuch,269～277(1951)-ZeichensatzungtiberdieVerleihUngundVer.
wendungdesPappelmarkenetikettesdesDeutschenPappelvereins(Pappelmarkensatzung).

8)RoHMEDER,E.:InhaltundkritischeBewertungdesneuenGesetzesiiberforstlichesSaat-und
Paanzgut;Forstarchiv28-11,228～231(1957).
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畑野：西ドイツ連邦新林業種苗法・同施行細則

（1）種苗の取引の承を舞老して，収穫や利用について

は制限がないこと。

②ポプラー・日本カラマツ．シI､力"トウヒ・スト戸

一ブマツ．ナラの1種(Roteiche)力噺たに法律の対象

となりながら，シロハンノキ(Weisserle)を始めとし，

トネリゴ(Esche)･シナノキ(Linde)･シデ(Hain-

buche)・カエデ(Ahorn)などは除かれていること。

（8）集団遺伝学の知識に基いて全森林の総括認定

(Pauschalanerkennung)は行われていないこと。

（4）法律の立案に学者の意見提示がなかったことによ

る学術的欠陥が，また文体の欠陥が見出されるこ･となど

－である。

また同教授は実際に法律がうまく運用されるかどうか

は種苗蕊昔の良心によることを涜菱にのべている。

この論説の中で新法律立案についての経過が掲げられ

ていることは注目に値いする。即ち10年前既に新林業

種苗法に関してスツッツガルト州議会とフランクフルト

の2営林局がこの問題を論議し，食糊艇林省が原案を準

備し，国有林・市町村有林及び私有林各関係者と，立

地・林木遣伝・育種・種子各分野の学者が原案及び試案

を検討した。最後の会議及び成案作製については学者は

関与させられなかった。そして印刷されたものを受取っ

たのである。もし学者の意見提示がありさえすれば，ポ

プラー種子の品種云々 （第9条(4)，節10条(2)及び(4)）
少

だとか，種子類の許可証に数量(第7条(1)）を書くとか

の誤り.がなかったろうにと警告している。

、

以上を法文に併せて紹介することによってわが国の現

行林業種苗法改訂の参考になるところがあれば筆者望外
の幸いである。

《
一

一一～ー－－－～へ一一一一一一へ一~一ヘー△ ヘーヘヘーヘ客 一一一～、 ＝デー

第6回林業写真コンクール入選発表

主催日本林業技術協会・全国林業改良普及協会

後援農林省・林野庁

協賛小西六写真工業株式会社

選評：第1部では前年度に比較して，応募作品数が約2倍の216点で，誠に嬉しかった。しかし飛び離れた

作品がなく，甲乙のつけかたに苦心した。大臣賞は製作の意向が面白いし作品としても良かった。第1席の3

点も労作であった。

第2部，第3部はともに応募作品が少なく，第2部が20点，第3部はわずかに6.点であった。2部，3部

はともに林業普及活動に使うことが目的として考えたが，残念ながら大臣賞に相当するものは，何としても考

えられなかった。第2部の第1席は写真は美しかったが，もう少し組写真どしての製作意向がはっきりするこ

とが必要である。第3部は自作スライドとしてまとまったものは1つもなかったが，いずれも努力のあとは見

られたので，写真はあまかったが，1，2，3席をそれぞれ決定した。今年は是非2，3部ともに大いに頑張

っていただきたい。（審査委員長原忠平）

1

《
‐

第 1部

特選（1点）農林大臣賞

「伐根に生えるイ柘績教利曾濯営林周久噸チイの稚苗」

1席（3点）林野庁長官賞

「苗床の日覆かけ」斎藤実正前橋営林局造林課

「害虫防除」ノj､沢孝弘林業試験場木曾分場

「杉林とワサビ」早見幸男島根県江津市江東町

2席（5点）日本林業技術協会賞

「木炭品評会」田上一生岐阜県林業試験場

「キリのタネ」田上一生〃

「ウラジロ群叢」山本久仁雄林業試験場京都支場

「雪季市」渡辺成雄林業試験場十日町試
験地

「最北限の杉人工長浜祐治新宮商行山林部林」

3席（10点)、

「除草」柘植教利 名古屋局久々野営林
鶏・

滋賀県林務課

北見営林局監査課

静岡市北安東178

香ﾉII県林業改良指導
員

岩手大学教官

鹿児島県林務部林政
課

「薬剤撒布」

「針葉樹原生林」

「ツガの一斉林」

｢禿山に働く人達」

銃
蹄
誹
岡

蝉
正
章
謎

｢冬山の士場」山寺久夫

｢巻落し」上薗晃

「カラマツ幼令林
の雪折れ」

「薪炭林」

「樽丸」

長浜

花村

浜松

祐治

順治

和平

新宮商行山林部

岐阜県林政課

秋田県大館市向町
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佳 作（19点）「緊張の一瞬」安東信

「森林害虫防除作広田稔鵜爵Wi!郡上市「霧のプﾅ林」丸山茂業」

「ナギ焼き」形部疑治岐阜県大野郡荘川村『初春の薪炭林」丸山茂
三谷

「千本杉」荒井正明

「集材」岡政武賞知曝林業改良指導 「広葉樹と残雪」成田忠範

「苗畑風景」佐藤泰三札幌営林局鵡川営林「素材積込承」岩見徳一
署

「造林地」佐藤泰三〃「シラカバ林」長浜祐治

「ナラ林」柘値教利名古屋営林局久庵野「カラマツ林にて」今井照視
営林署

職出」三井章二静岡祠上安東178の「虹のかかる樹海」斎藤正児
4

「夏山の土場」斎藤正児
瞳林作業」林為徳大阪営林局広島営林

甥「砂防造林地」随行正

第2部

鳥取県林務課

前橋営林局大田原営
林署

〃

WII県林務課

林業試験場秋田支場

大阪営林局田辺営林
署

新宮商行山林部

長野営林局瀞職営林
署

旭川営林局計画課

〃

北見営林局監査課

二,

特 選農林大臣賞3席（5点）

該当作品なし

漁欝雷繋蕊鯉謬鮒楠営林扇造林課’席（’点）林野庁長官斑で」
「苗木の育ち」斎藤実正前橘営林局造林課「山火事」柘植教利名古屋営林局久々野

営林署

2席（2点）全国林業改良普及協会賞『造林の機械化」柘植教利〃

「書等の減習林生有村嗣郎艤嬢瀞一の宮『穰械化された伐採搬出から貯木今井照視量野営林厨諏訪営林活」
迄」

「椎茸」河野道弘別府市亀川町上町
「桐の展示林ので坂本博神奈川県林務課きるまで」

第3部
3

､

特選農林大臣賞

該当作品なし

1席（1点）林野庁長官賞

「ほこすぎ」神奈川県愛林青少年訓練所

2席（1点）全国林業改良普及協会賞

一一一一一～～

会務報告
一品一門由～逼一

◇第6回林業写真コンクールの審査

2月10日本会において行い，前掲のように入賞渚を決
定した。

◇編集委員会

2月17日午後6時から8時まで本会で開催した。

出席者坂口，伊藤，杉下，松原の各委員および本会

から松原，中村，八木沢。

あとがき

○柳の芽が一日一日とふくらんできた。春だ。春といえ

ば吾々は直ぐ造林のことが頭に浮ぶ。それほどに造林は

『直島の緑化」

3席（2点）

「木材の生産」

「森林の荒廃」

荒井正明香川県林務課

』
、

佐藤俊一静岡市西門町5の1

藤沢秀夫林野庁治山課

林業人にとっては重要な年中行珊なのである。緑の羽

根，緑化大会など全国の至るところで今年も雛大に行わ
れるであろう。林業P.R・の絶好のチャンスでもああ。

○苗木を作って山に樹を植える－－何時の時代にも，叉

全国の何処ででも，同じ方法をもって行われて来た。こ

れは技術ではないかも知れないが，それに付随して適地
適木，育種林地肥培，保育，病虫害や動物害の防除，
機械化･…いろんな問題がある。これらを一つ一つ解明
して造林の成果を高めることが造林技術というものであ

ろう。－自然を相手とする技術者の仕聯ばまことに幽
遠ではある。（松原）

－

昭和34年3月10日発行

林業技術第205号

編集発行人松原茂

印刷所合同印刷株式会社

－
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１
１
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昭和34年度版
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発行所 社団法人日本林業技術協会

東京都千代田区六番町七番地1－
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ケーォーフ尤=影
◇本通信機はラジオの様にアース線を土の中に埋め電灯線にソケットを差込む事によって通

話も放送も出来ますから工事費は殆ど不要で事業所の移動による持運び移転は自由です。

◇保持の経費は1日10時間使用して電気代僅か，月15キロワット150円程度。真空管
11ケを標準使用時間2,000時で取替へるとして，1ケ500円，平均で半ケ年5,500円

程度ですふます。

◇製作責任者は電気音響の第一人者，小野弘一が技術重役として担当し，全国映画館の半数

にトーキ発声装置を製作設置した技術を生かし特許5件，新案1件を活用製造しています

から，通信機として絶体信頼されています。

◇短波でありませんから山や建物が邪魔になりません。

◇私設有線電話は6粁以上は音量が減少しますが，本機は高低自由に調整出来ます。

2ケ所用KOフオーン102型1台49,000円

◇価格は’5ケ所用KOフオーン105型1台60,000円
◇特別のものも設計致します。川本営林署納入のものは9ケ所に同時に指令が出来ます。叉

設憧場所相互間も通話が出来ますもので新型として110型と名づけました｡(1台78,000円）

同署では有線森林電話を本機に取替える事により維持磯年間30万円が6万円程度で済む

と3月16日の島根新聞で報している。

一

竃
澤

『
Ｐ
ｂ
、

I ◇通話距離は20粁を標準に作ってあ

りますが37粁の記録もあります。

◇同一配電線で無いと通話出来ません

が変電所が異る場合は川本署の様に中

継器を設備し通話することが出来ま

す。

◇設置場所の図面に変電所と現在の連

絡方法を御知らせ下さいますと現在の

ものも利用して最良の方法を研究部で

考案設計して御回答申上げます。

へ

＝一ニーヘー－－一へ､戸 ､一～ 一一一一一一～一角~一
ひ

各県有力代理店募集・模倣粗悪品があります社名に御注意下さい
一 一一 一へ

亀井産業株式會社発売元

東京都港区赤坂桧町5番地

電話赤坂（48）4335番



新刊・重版好評発売中!！‘

森林防災工学鑑8jEf3::
農学博士飯塚肇著最新刊
森林資源藍いかにして災害から守り，荒廃山地を森林

に復元して治山・治水の実りをあげるか？本書は治山
海岸砂防・気象災害の3編に分けて，この問題に具体
的な解答を与えたものです。理論だけに走らず，実務

的な応用面の問題，とくに技術に力を入れて具体的に

詳述しており，治山・造林・林業経営の実務に関係あ

る技術者や同方面に進まれる学生の必読書としておす．
すめします。〔日本図書館協会選定図書〕

〔ポケット判クロース装168頁200円〒16〕

好評，忽ち重版11

林業関係における計量単位は，いよいよ34年1:
月からメートル法1本で実施されることになり：
ました。従って立木材積表もメートル法に改訂：
する必要に迫られましたが，一般の情勢は当分｜
の間両方の単位系を両立させなければならない，
要素が多く，今ただちにメートル法だけのもの’
に急変し得ない状況です。本書は上記の事情を1
考慮し，一応従来の材積表をそのままメートルi
法に換算し，両方を一緒に収録したものです。i

‐‐-‐‐‐．．‐－．．－．2

1．針葉樹，広葉樹の全般を含み，ある幹材
★の石と立方メー.I､ルが一見して分る。

特2．立方メートルと石又はその逆の詳細な換算表になる。
3．個々の胸高直径に対応する円周をつけて
あるから，円周から直ちに胸高直径と材
積が分る。
4．巻末には，両方の単位系に使える水平距

色雛算出表,三角函数表,円面積表,直径表などをつけてある。
★5．最上の用紙，鮮明な活字，携帯に至便な

ポケット判。

丸太製材材積表鍵糺ﾄ判鞘：
木材技術研究会編好評20版発売中

本書は，凡ゆる用材の1本（1枚）当りの石数を新農

林規格によって計算した表で，後半に収録した諸表と
相まって，木材関係の材獄計算が完壁にできます。一

素材石数早見表箪職ﾄ判阜'器
木材技術研究会編好評6版発売中

改正農林規搭による素材の各材種（径及び長）の1～
100本に対する石数を一見して分るようにしたもの。
径3寸～3尺，長6尺～35尺までを改正規格どおりに
区分してあります。

森 北出版
東京・神田・小川町3の10
振替口座東京34757番
電（29）2616．4510．3068〃
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(特許第470104号）高千悪ガ､ノリンさく岩機

… ~

組替自在

改装所要時間
僅かに数分間

垂

全重量僅かに35kg
上向運転可能（作動範囲360．
操作簡単・操従容易
分解・点検容易
完壁なアフターサービス

本体ほ1ケ月無償交換・部品ケ
無償交換
指導は3日～7日間無侭

鰯
鍵

部品は6ケ月

製造並総販売元

高千穂交易株式会社
大阪市北区梅田町47（新阪神ピル）建設椴械部電話代表（34)8861（36)2
束京支店東京都赤坂溜池町15（東洋ピル）飽砺（48）2358．3207
出張所札幌・福岡・名古醐

491-4

・8607

0
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林業経済研究所長・農学博士

野村進行箸

く3月上旬発売＞
赫点篭識鵜易瀞鳶画雲総論

斯学の実際と研究面に豊富な経験と学識をもつ著者が，「林業経営経済学」及び「林業企

業形態論」に引続き，研究の成果をまとめ「林業経済計画論」を公刊することになり，本
書はその総論である。内容は，経済計画の意義・経済計画の性格・林業の概念および特
質・林業経済における計画性への要請・林業経済の特殊性と林業経済計画・森林計理叉は
森林計理学にわたり具体的に解明☆A5判430頁上製函入価650円

●

蕊 農林地質学
佐伯秀章著680円

改訂林学概論
島田錦蔽著550円

林業実験実習書
岡崎・四手弁編650円

森林経営計画
岡崎文彬著550門

推計学を基とした測樹学
木梨謙吉著580円

林業経営経済学
野村進行箸450門

林業企業形態論 一

野村進行箸 650円

これから.の林業経営
中村豊太郎編、380円

森 林土木
加藤．夏目箸550円

灘'零謡講驚 朝倉書店
な
お
膜
ｆ
醒
啄
琴
『
『
『
０
刺

＝ ｡■
L －ム誼壹匠竜二一

▼
蕊淵議灘藤島信太郎の両著(林業の技術と経営）

森林経理精義3版朧粥薯票請
序脱に森林の経営と経理,指導原則,施業計画等，第工編森
林計理理念には林業の生産,法正林其他を,第江編森林計理
方法には土地の整備,経営区の設置と森林区画,森林実態の

調査,施業事項,施業仕組の決定,収謹規整の方式,収穫と造
林の計画,施業設備の計画,運用と改編及び修正方法等をわ

が国の実際林業上に即するよう平易実際に詳述の活用新著

巖造林学講義第7版総譜3.蕊蕊
内容を造林の基礎智識から林木の種苗と新生林の造成，播

種，植付,撫育,保護,手入,管理,除伐,間伐,枝打,森林
の更新作業の他に，精英樹の繁殖ホーレー氏の間伐説，

除草剤の発達外国樹種の導入，森林経理と作業種の誘導
等の新説を増捕し，最善効果を挙げるように詳述の典範。

§ｱﾒﾘｶの林道･製材･木材加工瀧撫鱸
米国の林道と製材の現状より林業関係の機械工場製材と
木材加工(合板,床板，樹皮の利用)の技術,森林資源保雄
への努力，木材利用の高度化，林業用語解説等の新視察記

新刊

A5上型290頁

字都撤大学助銅受近藤正己博士著定価380円・塗料48円

林業における現察のデータを駆使して林業の技術家や学修
家に分りよく解説した推計学の入門書で，推計の基礎的な

考え方より，現在の蓄穣調査を全面に坂入れられている標
本調査のあらましと，今後の林業実験や調査に適用する分

野の広い実験計画法を，著者の国有林標準功程調査におけ

る経験により計画と解析に実例を幾富に坂入れて説明した
もので，森林の蓄積調登，標準功程調査や造林上の諸調査

等に関係ある営林局署員ならびに林業統計学，森林計則学
を修める学生方の必読すべき参考響になると信じます。

へ

農林水産業生産性向上会議編新刊200部限定頒布

鶴艤鵜ｱﾒﾘｶの林木育種柵摩蝋間
林業試験場の岩川技官他権威が米国の森林概況（研究機

関・教鴦研究対象一樹種・育種目標一育種方法等より各
地森林と施業状況を視察したわが鬮林業上の新しい示唆書

gアメリカの森林作業の機械化欄蛎患蕊：
米国の林業作業(伐採,集運材,造林,治山等の各作業)と林
業機械等(トラクターその他の工場)を視察の写真図説 発行所繍琵駕W隅｡蕊養賢堂I今

F率 ー=●内… ＝1aF－一一■工
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林業・木材関連産業のことなら何でも分る
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1部130円・前払半年570円・1年1080円(〒共）

新山通逆ソ至米革膳将奥造農

木場は数百年の歴史をもっています

本書は貴重な資料に基づいて木場が
辿って来た道を解説してい童すポ
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既刊各冊B6・¥350〒共
①解説者百名

林業新語500＜辞典＞
②安倍慎著

百万人の木材化学
③池田真次郎箸

森林と野鳥の生態
④山崎慶一箸

世界林業経済地理，

東京都千代田区大手町2－4新大手町ピル

｜振替東京180464電話東京211局2671～4森林資源総合対策協議会
■■■■■■■
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あらゆる木寄築材と土溺作業に驚異的な働を

してくれるスマックウインチは，マッカラー

99型チエンソーと同一エンヂンを使用します

ので，安心して確実な作業が，続けられ主す。

如何なる奥山でも二名で迅速容易に搬入，移

（
毎
月
一
回
十
日
発
行
）
碁
例
塞
宋
等
奴
術
第
二
○
五
号

動出来ます。

マッカラー社・日本繕代理店

A蕊新宮商行
’
本社小樽市稲秘町東七丁目十一番地

砥（2）5111番（代表）
支店東京都中央区日本橘通一丁目六番地(北海ピル）

砥（28）2138番（代爽）

カタログ進呈

|■ 逸 4

KM式ポケットトランシツト

Rボトラル・・・◆●●

O優秀な設計による高精度，超小型

O林野庁御指定並に御買上げの栄

O括目すべき幾多の特長

（
興
林
こ
だ
ま
敵
題
第
二
二
号
）
定
価
六
十
円

望遠鏡は内焦式で極めて明るく，スタヂヤ加常

数は0，倍常数は100

十字線及スタヂヤ線は焦点鏡に彫刻

水平及高低目盛の読取は10'

微動装置は完備

脚頭への取付は容易，整準は簡単且正確

三脚はジニラパイプ製，標尺はポールへ取付け

本器1kg,三脚1.1kg,全装4kg

1．

●
●
●
由
●
●

２
３
４
５
６
７

明光産業株式会社
東京都文京区小石ﾉII町1の1林友会館

（型録進呈）

写真のような硬質塩化ビニール製ケースを

完成しましたところ好評を得ましたので，

今後はこのケースを御採用願い言す。

エンジン

99型

総菰丞

36kg

巻込童

最大100m

引張力

1トン
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